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台湾法での相続の過程における

遺留分減殺請求の機能(4・完)
~i'にけ本法との刻比で
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台湾法での桐統の過程における遣自分減殺清求。〉機能， 4・'iO

6 まとめ

七、おわりに

l 本稿のまとめ

2 相続の 連の過桁における台湾訟の特徴 日本官、並びに'1'同11、
と対H召しながら

3 法改ifOJ勤き (以|、本号)

7.分割の実行一一 C;f口還J (コウカン)及び「特別受益の持戻し」に

ついて

遺産分割を実行するに|祭しては、単純に被相続人の死亡時の遺産額を

基準とするのではなく、仮に相続人が被相続人から生前に特定の給付を

受けたものがあれば、それを遺産の中に加賞することにより、遺産の総

額が確定される必要がある c

日本民法は、特別受話の持戻 L言十~を法定相続分の修正と位置つけて

いる c これに刻して、台湾では、特別受益の持戻しは遺佐分割の実行の

ための計算過程と考えられているつ日本では特別受益の他に、「手寄与分」

(H木氏法力LO四条の一)も法ノじ相続分の修11という機能を有するが、

台湾には寄与分制度は存在しないっ他方で、台湾でも特別受益の他に、

相続人が被相続人に対して負う債務をその相続分から控除すべき規定が

あり (巾辛民国民法第一一七二条、「如ュ量J (コウカン)という)、 i量産

分割を実行するための計算過科の 環である。}~，卜はまず Cf日還」を簡

単に紹介してから、「特別受益の持戻し」に入る η

(1) 守口還」について

民法第一一七二条は、「相続人のうち被桐続人に対して債務を負う苫

があるときは、遺産分割の際に、 i責務額に応じてその相続分から佐除(原

ιは CjllJ塁J)すべきである」と定めている制ハ相続人が被相続人に対

出陳棋炎武宗楽郭以恭Jじ著「民法継語新論巴(二民吉局、修長jニ版、-
00五[臥棋炎] 山一円によると、この規定はドイツ民法拾 っ山六条

第 J[:!とスイス民法第六ー阿条を参考したようである。ドイ、ノ民jJ、第一心阿六

条第 項は、「遣注債務カゃ共10J相続人ノ戎省ノミノ負十11ニ帰スベヰトキハ、分

割ニ於テ比等ノ者ニ仰)，ヰスル財産ノミヨリ其ノ弁済ヲ請求スルコトヲ得」と定
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して債務を負う場合に、当該相続人は、債務苫と債権の準共有苫という

つのは分を有する c 遺産分割の実行の円滑化放ぴ共|πl相続人闘の公平

を図るために、民法は C.flll草」の規定を用意したロ具体的には、当日五

相続債権を他の遺産に加えて、相続分を計算する。この相続分から相続

人の当該債務官民を搾除する c 仮に債務額が相続分に等しいなら、当該相

続人はそれ，:!-卜に遺産を得ることができなし」債務額が相続分を超えた

場令には、ペ該相続人の取十うよる遺産はない上に、相続分を超過した分

の債務を弁済しなければならない。

これとは逆に、相続人が被相続人に対して債権を有するとき、分割の

際にはどうすればよいのかc 1:(;去には明文がないが、判例と学説の見解

は異なっているじ台湾高雄地方法院八一年皮家訴字$00サ判決は、

相続開始後、相続人は畑絞債務を弁済することなく直ちに遺産を分割す

ることができるから、 j宣並う子守lの際に、債権者である材|続人が甘らの債

権について遺産から優先して弁済を受ける(拍還する)とし寸主張を退

けたじつまり、裁判所は、相続人が被相続人にA'Jして債権を有する場合

に、民法第 七二条の適用を再定したのしかし、学説はこれに反して、

民法第 ヒ 条の趣骨に照らし、遺並分割の川滑化及び共川相続人間

の公平維持のため、当該相続人が先に債権の返済を受けてから、 i也の相

続人とともに相続分を比、じて遺産を分割すると解している山口

(2) 特別受益の持戻しについて

氏法弟 じ二条は、遺屋分割の実行にあたり、特別受益である'+I)i)

贈与を遺産の中に加算すると定めているコこれについては三で既に司令じ

たので、ここでは特別受益が遺産分割に関連する首|旬、だけを取りあげて

検討する。

持戻の千続は、以卜の通りである。まずは射日IJ受話。)師事買を、彼相続

めといる(近藤県古 l独過氏11、[V] 相続法J (有斐関、 )L三九年)

j、良を参."~) スイスI立法第六 四条は、「被桐続人が相続人に対して有した債

権は、遺産分割にさいしこれを相殺しなければならなし日と定めている(松倉

耕作「スイス家族法・相続法J 1信111社、一九九九年)ーが合頁を参照)口

~2í 林秀雄『継承法「弄表二(元閉山版、 -00五イ1) ーーの良。

山戴炎輝 戴胤雄官中国継;J'<i1、J(宵費出版、 九八六年j 在。一一石ー頁υ

林秀雄 T継承法品義， (元昭山版、 ()Oiェ年) 一 民口

[;);)J 北法;;8(1'436)4:;6
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人の遺産に加えたものを相続財産とする。さらにこの相続財産を基促とし

て、民法第一一二八条、一一山一条、一一凶凶条の胤定(相続人の資格及

び法定相続分の割合に関する規定)に基づいて各相続人の相続分を ~I 算

する。この計~結果から、当該相続人が被相続人から受けた判りIJ受話額

を51いた姥りの(曲績は、当夜中H続人が最終的に相続すべき財産である山c

① 遺贈は持戻しの対象ではない

日本民法は特別受益の対象を「遺日目、婚柄、養了縁組のため者しくは

生計の資本としての贈与」と定めているが、これに対して、台湾の「遺

贈」は特別受益の範囲に合まれないヨヘこの規定は以下の難点をもたら

す。遺贈が特別受話として宵入されないことは、遺産分割にあたって遺

贈を特別受益としてうじに相続人の相続分から控除しないことを意味す

る。以 l、では具体例を示しと説明しよう〔

WU 1 J被相続人には了ABC 人がいるυ 被相続人は生前Aに婚捌

のために50h円を贈与し、遺言で甲小動産(仙値50h円)はBに遺贈し

た。残りの相続財産は50万川である。

相続開始時の被相続人の遺産はI以)万円(甲小動産五)力円と他の遺産50

万1，J)である。さらに民法第 ヒ二条第項により、特別受益傾であ

る50力円を加え、みなし相続財産は合計150力円であるつ A.B.Cの

相続分率は二分の であり、(拍象的)相続分は各50万川である。 I，'J条

第二Jfjによると、 Aの特別受益分は遺産分割の際、白分の相続分から持

除されるべきであるため、1¥の現実の相続分はゼロである c 次に、 Bは

遺贈を受けたが、遺贈は特日Ij受益に当たら「、 Rの相続分から控除する

必嬰はない。すなわち、 Bの相続分は依然として50万川であり、 CもI，'J

額である。しかし夫際のj量産額は50万円しかない。この場合に、 Bの相

続分 :C の相続分~50 : 50~ 1・lであるため、 50万円を半分にし、そ

川戴炎輝 戴東M'宮中国継4え法J(1 1費出版、 九八六年)-1;八頁陳松炎
黄オJ15・邦振主主共す干 l民法継承新品， (三氏書片、修訂三版、 00五年) [陳

!!t炎]一同五頁け

3却裁炎制l・裁東t#了中凶継承法巴(白費w版、一九八ノ¥イ1)一五五良は、立
法政散r.J立贈を持更しの対象にしたほうが、公平に適うが、氏;1、には明文が
ない以上、このような解釈は困難であると主張する

北法58(1-43;;)435 [56] 
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れぞれ25万円を作る。最終的には、 A50万円(特別受益)、 B75万円(i量

贈50万円十現実の遺産22>万円)、 C25万円という結果となる。

仮に同じ事例が円本で問題となった場合に、 Bの遺贈は持反の規定に

従い、相続分から控除し、よって相続分はゼロになり、これでじは残り

の50万円を取?目することとなる。

このように、台湾では共同相続人への遺贈が持民の対象とされないた

め、受遺相続人は遺贈のほか、相続分の刑台でさらに遺産の分配を受け

ることができる c 言い換えれば、共同相続人への遺贈は常に「先取的遺

贈」になってしまう U この結果は円本と比べれば、確かに共同相続人間

における公平の維持の要請には適合しないc これを是正するために、被

相続人から共同相続人への財崖処分を、遺贈ではなく、中11続分の指定と

解する方法がある〔そうすれば、指定相続分が法定相続分を超えた腸合

に、、'i該受益相続人は、遺並う}1fIJの子続で更なる遺並の配分を受けるこ

とができない。前司法行政部五-'1'台函1:(寸第一二五八百(行政解釈)

は、このような扱い方を示唆している。すなわち、特定の不助涯を特疋

の子に与えるという j宣言による財斉処分が、 jtiW~ なのか桐続分の指定な

のかという事案について、 Iji[CiJ法行政部は、「遺干著者のま思で判断しな

ければならないれ本1h宣言のl人I零を見れば、被相続人は係争小動産以外

の則監を、円該受益相続人に守える意思がないと与えられるため、相続分

の指定と認定すべきごある」と述べているのこのような柔軟な認定は

定程度、共川相続人聞の公平を阿ることを可能とする。

特別受益をめぐる紛争の特徴

以上は「遺贈が特別受益に談、円しなしりことのま味を述べてきた。結

同、台湾法の下で特別受益に該当するものは、 定範圃の生前贈与だけ

であるコ以卜では、特別受訴に百Yえした裁刊例をく衣凶〉に整理し、分

析してし、く。

く表四〉 特別受益に関する判決

[;;1] 

争 占

遣宵分減殺請求に問ずる争い d 被減殺者は、 l京審で減

殺者の特別受持を主張したが、裁1"1では認められごい

ないr

北法;;8(1. 434) 4:H 



台湾法での桐統の過程における遣自分減殺清求。〉機能(4・'iO

尿器は当事背が1'1凶した l協設省」を迫u{分割協議と

イ
90{1台上十 して認めた上で、被行7/'原行に給付する金銭が特別受

第24GO号 益のJ十民Lに基っくものとした Jtt高法院は原容にお

ける特別受併の持)}~しの判断を不当としたハ

l県芦は被台に対Lて、名義上被戸干所有の|地が特~Ij;三

誌に該当L、沼産に算入すべきであること(しかも被

山はこれに同意Lたこと)を埋由と L亡、持分を白ら

に脊記移転守ることを求めたv ~高法院は、 Cf:被告が

，) 
76{1台上子 自分の十地を原山に波すのに同意していないこと、、2J

第l:l87号 原告が遺臣分割の訴えを iJ~起したわけではなく、持馬

しを主1J<できないこと、 3仮に土地が特別J受持にl己主当
宇るとしども、相続分を也iえたう子を返還しなくごよい

ことを瑚FIlとして、本刊で特別受持に忌J丸、て土地の

移転を請求することが小当だとした d

尿告は被告に対して、 H分の相続1量的合在的位認と直

l同可法院 87{1家上子 産の1/8に相当 jる令組の給付を求める、裁判所は、
よL

|可決 第79号 被相続人がとド前原告に与えた写I'7M詩人't't川の贈与を特

別受-~トと認定し、それを泣産に~入した。

遺宵分減殺請求に悶ずる争い， 1忠告は遺骨分が侵;出さ

地方法院 8D年水訴宇
れたことを叫同として、被告に土地の笠記移転を請求

オ したι 裁判所は、 l原芦が被相続人から何た|地の贈日
判決 あ9日

を特 ~IJ受誌として遺伝に算人し、その上で Ieu合的な
i置宵分」を首定L、減殺請求をi'f定Lた、

もともと、特別受益の持戻しは、遺留分と遺産分割の紛争に関わる事

項であるコ二 5③Aで遣制分の算定ん法を検討する際に、(民法第

七一条の類推適用について)判決オを取り上げた。後の六では遺留分減

殺請求と遺産分割。〕関係を総合的に検討するので、判決アとオはさしあ

たり省略するハここでは遺産分討に閃il!!する特別受益の問題、すなわち

1'1)決イ・ウ・エを概飢する c

判決イでは、被相続人には四人の子があり、生前、 450万冗の起業資

金をチの 人である被告に贈与した。被相続人の死後、まず彼告が他の

兄弟 人 (1阜件)に100万πずつを給付L、その後、相続不動産を売却し、
その代金から他の二人に350万元ずつ取得させ、残りがあれば凶人でl')

うょするという協誌に淫した， J京審はこの協訟を遺産分割協議と解した上

北法58(1-43:;)433 [58] 
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で、被件7列車、計に450万冗を給付する約束を「持戻し」と認めたc これ

に対して、最高法院は原審の見解を退けた C その論理はj:J十の通りであ

るハすなわち、被件は協議によりまず他の兄弟一人に100万冗ずつを給

付しなければならない。 しかし、制りIJ受託の持戻しはたとえ相続分を超

えても現J天にj量産に返還する必要がない。この台、に限っても4，件協議を

持戻しと解することは不当である c とにかく、従告は被相続人から450

万ァEの利益を受けたが、 100X3 ~3印)万冗の利益を行|き山よこととなる ι

その結束:、被告の受話額は'150-300 ~ 150万正しか残らないc それにも

かかわらず、協議により相続不助佐の売却代令はまず他の 人に350万

Yしずつを取得させてから被告が共に分配に参加できる c このような協議

は持反しといえないししたがって最高波院は原判決を彼棄し差し戻したι

次に、判決ウで原色は係争土地が特別受訴に該当し、 iEi辛に持ち戻し

て共同相続人に分配されるべきであると王張した上で、特定の持分を自

らに移転登記せよと求めたcこの請求が認められないことは予期できる c

最高法院は、まず、持反しに関する主張は遺崖分訓の巾で行うべきであ

ると述べたの J出産分割を経ず、 l白ちにJt戻しに基づき特定j量産の給付を

求めることは巧えられない。さらに、 f71考の通説によれば、持Rしは間
念的な操作にすぎF、特別受益の額が相絞分を超えるとしても、災際に

遺虚に返還する必要がない(許しい検討は次の131を参照)。すなわち、

受益相続人は特別受益財産を遺産に戻して他の共同相続人に分配する必

姿がなく、ただ遺差分告IJの際に遺並から何も得られないだけである。し

たがって、本刊についてみれば、原告が被告に対してその受益財産たる

|地を白らに分配させるという請求は松拠がないと最高法院は指摘し、

原判決を支持した。

以トの一てつ1'1]決は共に、共同相続人聞の令意または原告の寸万五を射日1]

受益として認めなかったものであるハ判決エはこれにjえして、特別受益

を白定した珍しいものである。本件。)原告一人は中川大院にいる相続人

である。この場合に、相続のルールは純粋な台汚の内部だけに関連する

事件とは少し異なる c すなわち、作湾地lメと大隣地lメ人氏関係条例第六

六条第一度は、「人陸地区の人は台沼地区の人の遺産を相続fる場合に、

相続開始時から二年以内、書凶により被相続人の住所地の裁判JJiJTに対し

て相続の表示を行わなければならない。それがない場合は相続権の放業

[;)9J 北法;;8(1. 432) 4:;2 
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と見倣される」と定めている。本件の!息干与はこのような相続表示の手続

を完成した者であり、共同相続人と認められた。被告(台湾にいる六人

の相続人)は原行のイ了在を無伺L、遺産分別協議を行い、登記手続を既

に済ませた。原告は白らの相続権i許認と共に、それが侵害されたことを

理由として、民法第 四六条第墳(相続Iwl復訂求権)により相続分

に相当する金銭給付を求めた。これに対して、被告は、原告と被相続人

の組了関係の不存T午、原需が相続権放棄を承諾したこと、 j息背の相続人

資併が被相続人に廃除きれたこと、原t.lが特別受援を受けたことなど

を理由として、!車十与の訪求を11包んだ。ここでは、特別受益だけに検討を

絞る c 原t.lが以前、二階建ての家岸を購入した際に、その代金は全領

(59万元あまり)被相続人からの送金であったじ裁判所は、原告lが「こ

れから台湾の遺i辛につき相続権を肢烹する」と書いた「保祉書」、及び

遺並と胤守税法第 ム条が相続開始前の 年間にしたHH守を遺並総叡に

骨入するという趣旨に鑑み、この新J~資金の贈与を民法第一一七三条第

項の特別受益に該、円すると認定したU 次に、同条の日|主主を経て、遺崖

総額が1:38ノゴyじであり、各桐続人の相続分が17Jゴノじあまりであるの原告

1の特別受益署員が既に相続分を超えたため、さらに遺並を得ることがで

きないコまた、遺産総額から葬儀費用を梓除した結米、タ主りは部.7力ソし

であり、被告六人の相続分(l7x6 ~102万元)にも達していないじ原

t.2は遺産から何も収得しておらず、遺留分が侵芹されたが、それは原
告 lに減殺請求すべきであると判ノJ、されたc以上は裁判所の判断である。

しかし、被告六人が真正相続人である原告二人を排除して行った遺産

分割は、無効のはずである。この場台は遣佳分割をやり直す必要がある。

ただ、原作は直接遺産分割の無効ないし遺産分割の裁判を土張したわけ

ではなく、相続四千弘請求権を-nsした。このプド張それ白体は可能である。

司法院大法令釈字第四一七サ解釈は、「相続権がなく相続開始時または

相続開始後、真 11相続人であることを宅張した表見相続人、あるいは

真正相続人が他の共同相続人の相続権を再定L、且っその遺産の占有・

特理・処分を排除したことは、相続権の千三害に該斗する。被害者また

はその法定代理人は、民法第一一四六条により Iwlj夏を前求することが

できる」と解している。本件。)被告(回純子主務者)は真 11相続人である。

そのIwl復の方法は、 J阜丹にその相続分に相当する財産を返還すること
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である ~:-llハ本件で裁判所は、遺産分割の古|算と同様の過程で!虫干与の「相

続分に相当する財産J (17万元あまり)を算削した。まず、計賃過程の

巾の、特別受益の認定には問題がないであろう(裁判所は、!且件1の被

相続人から得た新居購入資金が、作湾民法第一 七二条の「結婚、分居

又は営業」のいずれに該当するかを明言せず、ただ遺産と贈与税法第

五条の趣日に言及したトで、原告 10)ヰ.)~IJ受析を口定したが、一般的に

いえば、このような家屋購入資金は、「分属」のための特別受益と認定

きれる。 しかしながら、以卜の二点において判決には賛成できない。第

に、現実の遺並が仮に88.7万元しかないなら、それは特別受益を受け

ていない原t.2と被百六人で均分されるべきである内しかし本判決では
原梓2はMも取何できず、ただ)阜肯Iに遺留分i)nXtx前求せよと裁判所か

ら示唆されている〔第二に、三 6(4JBで述べた通 1)、特別受話はそもそ

も遺留分減+1請求の対象とならない。!阜持2はJ京背lの特別受益を減殺
できないのである内裁判所が台湾lこしミる相続人を保護しようとする立凶

ははっきりわかるが、この一点についての判附は粁率であったと考えるに

結論的にいえば、判決アとすにおける特別受益は、遺留分減殺請求の

際に-nRされたものであり、判決工のそれは遣差分割に関連する計算過
程で認定されたものである η 特別受益に関干る裁判例はこのようにあま

り多数ではなく、特俄を抽出するのが岡難であるが、それをボ張するた

めには、少なくともそれは(裁判所で)遺留分減殺請求の過程か遺産分

割の過程においてで張する立、製がある。もちろん、共I，'J相続人が協議で

遺産分割を行う際に、いわゆる「持戻し」に関する約定を円111に結ぶこ

とも与えられる。共 1，付'D続人が協議通りには行すれば問題がないものの、

そうでない場合に、他の相続人はやはり裁判所で訴訟を起こし、履行を

請求しなければならない。しかしこのことはリスキーである。ま「、そ

もそも裁判所はこのような「協議」 ・「約定」の成立を認定しないロl能

性がある c 'I'IJ決ウはその具体例である。次に、たとえ裁判l所が 1-];;1議」

自体の有在を認めたとしても、それが「持戻しではない」と判断される

可能性がある。判決イはそれに該斗する。なぜなら、当該協議の内容に

'1:-11陳棋炎黄示埠j 郭振恭共著 l氏i1、継承新論巴(三氏害局、修訂三版、二

OO-h年) [，車中耳炎]八六民日

]
 
1
 
6
 
[
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おいて、共同相続人間で分配ナる財産は、実は被相続人の財産のみなら

ず、相続人個人名義の財産にまで及ぶわけである。これは民法の「遺産

分割」の対象範圃を超えたものである。このような協誌は民法の想、定す

る「遺産分割」とは百い難い。また、協議の中で判定相続人の財産を遺

産に戻してうよ討させるがJ定も、民法の「特別受益の持戻LJ に問 tるJ>見

物返還不安の原国Ijに反しており、裁判所には「持民し」とは認められな

い。しかし、このような協議は凶有i1、の家産分析の枠組においてら足はわ

かりや tいものである。すなわち、係争財産は息子の個人名義となって

いるが、家族の意識の巾ではそれが家廷の 部であり、、11該自子個人の

ものではない。したがヮて、家産分析の際に、その財産を分析の対象に

することはむしろ台理的である U この発想、は、養謄財並を検討する際に

既に触れたc -tなわち、三日 14)(1)c (イ) (丙)で述べた、家区分析の

際に息了名義の財産を養槍財廷と設定することがそれであるu 判決イと

ウはまさに当事者の窓識と判決の適用した「法」の聞にギヤソフがあっ

た例といえよう c

(3) 相続分を超える特別受益の返還の必要性について

ここで扱う問題は、共 1，り相続人の受けた特別受益が、その{士山相続分、

を超えた場合に、超過分を現実に遺産に返還すべきか百かとある η

特別受益者の受託額が相続分に等しい場令は、通説はけ木民法第九〔コ

一条二頃を参考とし、特別受益者はさらに退斉から分配を受けることが

できないと解している。特別受益者の受託伊、が相続分をi也えた場合も、

民法には規定がないが、通説は日本民法と同様の解釈を採り、超過した

分を返還しなくてもよいと-nRしているJ:.Q しかし、共I，'J相続人聞の公

平を維持「るため、及び返還再定~R.による引き続きの煩雑な計算過紅を

避けるために、超過した分を返還すべきであるとi'7Rする学者もいる c

その王張は以下の通りである。

民法第一一七二条の制りIJ受託に闘する国定は、共同相続人聞の公平を

出胡長清『中国民iJ、継話論_¥ ci毎同務印古館、 )c阿六年j 阿阿一一阿子Z
R，，'t'尚寛「粧7手法論巴(白費出版、 九六六年) ノ¥R裁炎姉 戴東雄 T中
同継:，'f"11、， (自費出版、 九八六年) 主九頁。陳棋炎・黄示、広・郭振恭共昔 J民

法継手r1i論J ¥一民育局、修言Jー版、 。心力年) [陳棋炎]一四八貝{
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維持するために、被相続人による止前贈与を、相続の前倒しと推測した

趣日である。この条文の詰IJfl[趣日を貫徹するならば、特別受析を受けた

相続人に、その相続分を超えた部分を返還「る義務を負わせるべきであ

る。台湾のI己法は充当計~主義333を採川しているが、それは現物返還下

誌の不伎を避けようとするものであるに過ぎず、相続分を超えた部分を

返還しなくてよいという意味ではない。しかも、返還不安説を採JIJした

ならば、それは引き続き複雑な配分問題川を生み山よおそれがある υ 台

湾の民法は、日本民法のように立法瑚山で返還不要に関する説明を設け

ていないため、返還Jt、安と角干したほうが妥、円であるその他、大j青民

律草案第一 1

'

し|七八条第二]五、第二次民律草案策一三七六条第二以は、明

3お目111与財産の1-$)えしには、 J)1物返還主義(現実に世111与物件を持jえしさせるh式)
と充当計升ポ瓦(制領による加貨と挫除による治討方式)とがある。詳しい説

明は、芥1It日、r編「辻釈民法 (25)桐続 I2 )巴(有斐間、一九七心年)[有地亨]
七0一 七 .12 、 '1'川善之助東久雄相続法 UX~凶版J (布斐問、 -00

C年)一七心頁を参聞け中華民困民法的治革からみると、大i青民律草案第力編

第 凶七八条第 項但書は、 l但彼相続人カ単ニl皆時利用スルコトヲ許ンH未タ

所有住ヲ移転セサリシJ品合ニ於テ丹、受ウタル財高ノ価額ヲjgj告に算入シテ相続

分ヲ定ムベシ」と規定している口その立法趣旨は、返還のh法として、現物返

還と何傾光当の二つのものを挙げた後、 f耐~光当を採用したほうが、他的相続

人を害せず、かっそ論者の利詳保護にも拙うと述べている(司法行政行1I民法研

究修正委員会編 ]'111華民間民法制定史料集編 (1) (司法行政部、 九七六年)

九六心頁)，この珂卜Hは、中市民国民訟の第一一仁三条の説明にもなると考えら

れる。中華民凶民法は充当百|符烹義を採用していることについて、裁炎舟l'・戴

以雄 ]'111阿継承;1、， I自賛同版、 九八六年) 主二頁、|革棋炎黄;玉県 郭振

Jム共著「民法継承新論， (民吉局、修訂 版、 つつ立年)[陳棋炎] 四立貝c
m 超過交益者がある場介に、当該特別x:益者の具体的相続分はゼ口になるが、
超過額は現実に返還よる必民がないため、結果として当該特別受論者が保有す

ることができる。そうすると、この超過特別受益街を他的共同相続人がどのよ

うに負担するかについて、いくつかの計算の仕方が考えられるべ具体的な算定

ノb法について、科11知、1'"痛 T注釈民法 (25)桐続(2 ) J (有斐問、 九七CJ年)
[有地亨] 九.rr-二00頁を参照。
日初林秀雄「論生前特神間ワ価額超過L己、継分価額時之肝決方法」法学設刊ー

凶期( 九八ノ¥年)こl:R [林秀雄 l家族法品集(ー)1 (i英興書片、 九九

五年 j~ Î'収、一七五頁~)下]υ
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立;で「前尻j!i干ヰ(持戻財産)ノ価額カ相続分ヨリ多クシテ返還ヲ為スヘ

キ;1~-台ニ於テ;('，.ン性質ト分割j スルコトヲ得サル物ナルトキ止ハ芥相続人

ノ協設ヲ判タル後ハ金銭ヲ以テ之ニ代ハラシムjレコトヲ何」と定めてい

るため、この法律。〕十では、相続分を超過Lた受前額は、確かに返還さ

れる必要があるc このことも返還必要説の根拠となりうる、

情かに、返還必安説を採れば、複雑な計貨を避けることができる。特

別受益と遺留分をめぐる問題に関しては、なおさらそうである。すなわ

ち、仮に被相続人が生前、特定の相続人に対して多額の贈与を与えたと

するじその結果、被相続人の死亡時にはめぼしい遺崖は存杭しないυ 遺

産分割時において、このような州象的相続分額をはるかに超えた特別受

益の返還を現実に命じれば、少なくとも共同中11続人各人の法定相続分を

確保することができる。そうすると、遺留分侵合の事態を回避できる c

このような解釈は、台湾においては 疋の説符力を有すると恩われるじ

なぜなら、台湾の遺留分減殺請求の対象は、;irtþ~や死閃贈与などの「死

後の行為」に阪られ、生前特別受益はその対象とならないじ返還不要説

を採ると、特別受益による逃留分侵宍が起きても、遺留分権利者は特別

受託に減殺請求できず、遺f#分が結局は絵に措いた併となってしまうじ

被桐続人の生前処分による逃留分侵宍を|坊ぐために、返還必要説はもっ

とも効果的なものであると与えられる。

しかし、返還必要説に問題がないわけではないのこのことを考祭 j一る

ため、さしあたり、遺青による財産処分がまったくなく、多数の(特別

受益に該当する)生前贈与だけがあったという例を想定しようの例えば、

被相続人には了i¥BCがあるが、牛l尚、八に起業資金oOO万元を贈守した。

遺産は100h冗であるcみなし相続財産は500+100~6ω力 7ちであり、 A

BC は600Xl/3(法定相続分) ~200万元ずつを得られるはずであるが、

実際の遺産は100万πしかないc 返還必要説によると、 Aは、その特別

受析がその相続分を超えた部分 (500-2C日=300万元)を遺産に返還す

べきである。そうずると、遺産は 100+300~400万冗であり、I:l C は各200

万元が得られる。返還必安説を採川すると、各共|口l相続人は必ずその法

定相続分に相当する遺産を取f与することができる。 遺産分別の公平さは

これで維持できるが、遺言による財産処分の状況と比べれば、パラ/ス

が悪いυ 上述した例のAに対よる特別受益を遺贈として考えてみよう、

北法58(1'427)427 [64] 
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この場合に、 ABCの法定相続分は依然として200万冗である。ただ、

h湾の氏法第 一七二条によれば、遺贈は特別受析ではないため、この

場合に第 七条の山存はない。 ABCは然りの100万冗をで人で分

割し、一人当たりは33万元を得ることとなる。そうすると、 Aは5Cコ+33

二 533万冗、 Bは33万冗、 Cは33万冗を取付する BCの純相続初は法

制分 (200Xl/2~100万元j を満たしていない。I3 C はその不足頼(100

33~66万冗)についてAの遺贈を減殺前求できる υ この遺贈の例で、

BCが最終的に得られる金額はその遺留分額(loOHJC)である c これ
に対して、被相続人の処分が遺贈ではなく、(特別受益に該、"，する)生

前贈与であるJ;s合に、返還必要説によると、 BCはかえって法定相続分

の200万元が何られるU 言い換えれば、被相続人にとって、遺H4は遺留

分に拘束されるものの、生前贈与は遺留分の二信である法定相続分に制

限されるしこれはアンハランスであろう J

また、 卜述の例 (Aに対する3α)万}じの生前町与)で通説の返還不要

説を採用すると、 100万元の遺並はBCに分けられる c B Cはそれそ

fJ;んしし治か〉得られ「、 j当留分額lこ達していないものの、ュ盛況の下でBCは

Aの特別受益を減fl請求できない。それは返還必安説の批判通り、共I，'J

相続人間の公干をーすることになる。しかしながら、このような生前贈

守による遣制分似害の問題を解決するためには、松本的には性的特別_'2

益を遺留分減殺の対象と d一べきであるの遺産分割子絞において特別受益

の返還必要説を採JIJすることは、遺併分の制限以上に不、11に被相続人の

生前処分の白111を制限しかねず、かえって現行法の遺留分制度の趣旨に

反すると思われるコ

(4) 現実の遺産が相続分より少ない場合の分割方法

遺産分割の計狩は、卜述したように、まずは民法第一一七二条に従い、

相続開始時の遺産に特別受益を加え、みなし相続財産を算定する c そし

て法定相続分の胤定にliEい、名相続人の(抽象的)相続分額を計賞するコ

さらに、当該相続うよから特別受益績をヲlいて、姥りの{曲績が当該相続人

の長終的に相続すべき財産である。結果がマイナスまたはゼ口の場合に、

既に(3)で述べたが、当該相続人は特別受益を返還する必要がなしただ

現実にさらに遺産の分配を受けることができないだけにとどまる。結果

がプラスであれば、当該相続人は遺産から配分を受けることができる、

[6riJ 北法;;8(1. 426) 426 
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しかし、仮に被相続人が多額の遺脱干贈与を行うことにより、現に伐る

遺産が少ない場合に、芥相続人はどのような割台で遺産を分けるべきで

あるのか。この問題は、円本では「超過特別受益者の問題J (特別受益

額が拍象的相続分額を超えた場予干の問題)と呼ばれており、 (310)返還不

要説から生まれた議論でもある。ただ、台出においては遺贈は特別受益

に該当しないので、多額。)遺贈や贈与によって現実の遺産が少なくなっ

たという問題を「超過特別受益」といえず、本稿では「現実の遺産が相

続分より少ない場合の分割方法」という長い名称をf、Iけたc }~、|、では例

を挙げて説明する υ

[例 2J甲の相続人は妻乙、千ABCDである。死亡時の積祢財産は

9日)万元であり、債務は400万元であるυ 印は生前、 Aの営業のために150

万jじを贈与し、 Cの結婚のために1ω万jじを贈与したc そして甲は生日IJ、

妻乙と「乙は法定相続分のほか、さらに200万元を守える」という死因

附与契約を締結した。さらにとドは)宣言でR分のほMに300bIしを遺贈し

た。どの相続人が遺留分{是舌を受けたのか、かつ、どのように減殺請求

すべきなのか

まず、遺併分算定の基礎となる則監を民法第 てて四条の規定によ

り確定するの

950 (積極財産) +150+100 (特別受益) -400 (佑務) ~800万元

次に各相続人の(111吟L的)相続分と遺留分を算定するつ配偶者とl白系

卑属とともに相続する場台に、相続分は均等であるため、この1Tl9Uでは

全員11ろである。

800 x 115 ~ 160万元(抽象的相続分 160x 1/2~80万元(遣制分)

各桐続人の遺留分侵害額を計算する。遺留分侵害額の言l算について、

h湾の学説は詳しく説明していない。ただ概括的に「遺間分権利者の最

終的に取付した相続初が、その遺留分額に注しないときに、遺留うJ、侵害

があるとして . J町と述べている。「最終的に取得した相続額」は、遺

3おこの事例は、陳棋炎直宗楽郭J辰ぷ共著「民法継承知[論， (氏当局、
修訂三版、 。。五年1[黄宗宋]凶三~凶 四頁の[ぷ例 1Jを簡略化し

たものである日

2訂版棋炎貴公衆 邦JiR!，与共者「民法~~承新前. (一民書局、修訂ー版、

00五年) [黄宗楽]同心七頁け
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産分1，'Uの結果であると考えられる。よって、まずは各相続人が遺産分割

で取得した財産を伴定する必要がある。

③遺産分割で取f与する財産を百|主主するためには、民法第一一七一条の

ルールカ可直川される c

乙は遺言により、引)0万冗のj量贈のほか、法定相続分である 160万冗を

得る。

Aは肢に 1 :50万冗の特別受益を受けたため、 160-150~10万冗しか何

られないc

Bには{りも特別受益がないυ したがって160万元を得る。

C は既に100h;Lの特別受訴を受けたため、 160-100~60h Iししか待

られないし

Dは何も特別受話がないc したがって、 160万刊を得る。

以上の数字は、円本では 般的に「具体的中11続分説」と昨ばれるが、

台湾では特別な言い方がない町本研究ではとりあえr'具体的相続分額」
の名を借用するじそのほか、遺留分の計算の過程における「中11続分」は、

以上の具体的相続分額と区別するために、 '1111象的相続分」ということ

とするコ

(1j.乙ABCDが受けるべき遺産は、 160十10十160十的十HiO=550力ソし

であるにもかかわらず、現に存在する遺監は950-4ω(債務)四 300 (遺

贈 -2ω(追贈) ~50力刊しかないれ 50H)~はどのように分割j さjLjL

Iまよいのか。

ここでは二つの考えがありうるつ一つは、日本の通説:139・審判例と同

o.oB 11本においては、具体的相続分額的百|符h法として、債務は主義組し、結他
財i主のみを分離しそれがどれだけわ弁相続人に帰属同川十という百十治方

法が探聞されてしミる口鈴木保比『相続法講義[改言J版JJ(削丈担、一九九六年)

一六凶一一六八百を参照。遺産分割にあたっ亡債務を分離するかどうかの問題

に関して、台湾では議論が見られないじただ注337の[設例 IJ ごは、債務は
分離されずに、具体的相続分宵定の財産から控除される行本来、これは遣f市f
の計算方iJ、のは Fであるμ このことは、台湾の学説は追留分の算定と辿両分割
の算疋は別ものという意識がないことに市来するといえるじ

叩鈴木掠弥 l相続iJ、請託[改訂版JJ (吉1)文社、 九九六年)二六三頁[ぷ例

:ll9J .， 
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じ考え方である c すなわち、(忌で ~I 主主した具体的相続分散の割合に刻比、

する形で、現実の遺産を分配するん法である。これによると、 50万元は

l ω 10 : 160 : 60 : 160の割合で分配されるc もう一つの考え方は、こ
れらの具体的相続分績の数下に関係なく、現実に遺産を分割するとき、

やはり法定相続分を基準とする。そうすると、乙ABCDは50万冗を均

分に分けて、それぞれ1日万元を取得するつまり、現実に遺産を分配

する際に、特別受益の耐怖がもはや考慮されず、もっぱらi1、定相続分に

従う c

この問題に関連する台湾の裁判例は存存しない。 学説は第 説に賛成

する見解は見られないが、問:m例で第二~R.をほ用した学説は存在 jーる

理由は全く示されていないが、おそらく以下の理由によると推測できるに

まずこの計骨方法は簡単である c 次に、台湾において具体的相続分の概

念がまだ形J'"されていないことも理由として考えられようじすなわち、
台湾の民法第一一七三条第二以は「前取の贈与仙額は、 3Ei宅分割時に、

その相続人の中11続分から控除すべきである」と定めるにす5ず、円本民

法第JLO 条第 原「 その減額を以てその者の相続分とする」とい

うような文百がないじそのため、以上の学説はあたりまえのように、現

実の遺産について、法定相続分を恭平として分割 tると書いているつ

しかしながら、この解釈は、持反しの機能を大幅に制限し、遺藍分割

における公平維持の機能を担なうっすなわち、相続人の特別受益額がそ

の(法定)相続分組を超過する場合に、、円該相続人は遣差分割千続で現

実に何ももらえないものの、特別受益額が(法定)相続分額を上|口|らな

い限 1)、それがいくらであろうと、、'i該相続人は特別j受益の他に、 J土止

相続分の比例で他の共同相続人と共に現存の遺産からうよ配を受けられ

る。そうすると、府別受話の持艮しは、みなし相続財産と抽象的相続分

初、を ~I 主主するために必要であり、抽象的相続分額を超えた特別受益を受

別この計算方法を採附 Lたのは、陳棋炎・貰宗楽・郭:j:JJ'{恭共著 T民法継私自l

論， (一民書同、修訂ー版、 。。五イ1) [黄山梨]凶 山民の[設例1]であ
る。そこで、乙八日 CDの「純相続編」は一人で10万元となっているい

311 ;:-宗楽「関於!.L"継分之実質的公、ド之法的考察」剖仁法学八朗(一九八九年)
一一---L..?7
二二ノ、Fそ。
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けた相続人の分配参加を阻I1できるが、それ以上の機能はまったく有さ

ない。これは賛成しがたい解釈である。とりわけ、「現実の遺産が相続

分より少ない場合」に至った理由が、遺贈ではなく、止前贈与である特

別受訴の事例では、法定相続分で遺産を分割することはなおさら不合理

である。[例 3Jで説明しようハ

[例 3J被相続人にはチAI3C二人がある。 Aの判別受話績は200万

冗であり、 Bの特別受益額は100万元であるu 化亡時の遺産は120万冗で

あるが、どのように分配すべきなのか。

みなし相続財並は200+100+ 120~420万元である U

ABC 存人のJ由象的十目続分額は'120)く 1 /3 ~110 }J JL 

遺留分街、は140XI I2 ~70万元

Aの特別受話額200万λは畑続分額HO万jじを超えたため、遺産から何

も取何できない川υBは特別受益100万元をi立けたが、それが材|続分担140

}JJしを超えていないので、 ト述の学説によると、 Bは依然、としてCと共

にIZO万元の遺産を均等で分配を受けうる。最終的にBは60(純キ11続分額)

十I的(特別受益額)~1ω}J)L:を得たが、 Cは自OJゴノじしか得られなくて、

遺悼分の似百となる c それにもかかわらず、台湾ではCはABの特別_'2

益を減殺請求できないっそれは小当であろうっ

仮にけ木の通説の計算で処理すれば、 B:C~(140-1肌J) : (140-0) 

二 40: 140~ 2 7の割合で120万yじの遺産を分けるの Bは29.67万川、

Cは93.33万元を得られるため、遺仏j分4J告の問題を生じない。

叫この例でAの特JJIJ受話組はその抽象的相続分組を担過したベこの場合にお

ける遺産の分配);法は、本側究で挙げた11本0)通説(具体的相続分を基準と寸

る説)と台汚の苧説w、定伺続分を1走中とずる説)以外に、さらに他の方法が
あるη 一つは、超過の特別受益者を不存存と擬制「る説である c もう一つは、

相続分を超過した特別受益領を、 BCが法定相続分の割fTで負担するという説

である。これについてもっとも司しい枚】lすをわったのは、林秀雄「論生前特椅

附与伽傾超過応戦分耐領時之解決);法」法子叢刊 凹期(九八六年)三七

頁以下、[林秀雄『家族)1、論集(--.:)) (議興舌局、一九)L石年)r9i収、 仁王

貝以i'Jっそれは各員|算)Jj去を丁寧にうJ析・比較した後、いずれも欠恥がある

ため、最終的に相続分を超えた特別受需を辺産に返還すべきごあるという結論

に達したり
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Ltcがって、 J>見フミのj量産が相続分より少ない場合に、そのうよけ方は、

法定相続分の割合で計質すべきではない。特に多額な牛前贈与たる射日Ij

受益カ祈在する場合に、それが遺留分減殺前求の対象とならないことに

起|大|した弊害を少しでも緩和するために(限界があるものの)、現実の

遺産分1i~で具体的相続分の抑止念を導入 L、それにしたがって分割したほ

うが合理的であろう c

8.遺産分割の効力

九八」上年の相続編改正前には、第 六ヒ条は、「遺佐の分存IJは、

相続開始時に遡ってその効力を生ずる」と定めていたが、この条文は改

正の際に削除されたし削除の理由は、遺崖分布lの効力が前言主義から移

転主義に変史されたからであると 般的には瑚解されている立法瑚

自にも「遺佐分割前に、共同相続人は遺並について台有の関係にあるじ

しかし、本条によれば、遺産の分割は相続出始時に遡って単3~-(所右の効

力を生ずる U それは合有閑係の存杭を松本的にす?定しており、法理上、

自己矛盾に陥るれまた、本条は第 六八条の共同相続人聞の担保責任

にも台致しない。そのため、木条を削除する」と書かれており、官青木

義を廃止したことは叫碓であろうっでは、宣百主義と移転主義の追い、及

び移転T.義がfii背で夏勢になってきた過程はどのようなものであろうか。

宣言(認定)土義 (cffctdcclaratif)の下ご、遺産分割には遡及効が

あり、相続人があたかも被相続人から直接梓利を承僻したかのごとく抜

われるコ換言すれば、相続開始によって生「る遺産の共有は、遺産分割

をf丁わせるための暫ノじ的なものにすぎず、分割後、この共有ははじめか

ら存拍しなかったのように擬制される。これはJjj(5 [の安全を害すると

般的に考えられている。tI本民法(第九0九条)とフラ/スI己法(第八

八条)はこの考え方を採用している これに対して、移転付与主義

作ffettransl山 f、 eff巳tattriblltif) のいでは、遺産分割には遡及効がな

く、各共同相続人が他の共同相続人を通じて権利の停車主を受けることと

川陳棋炎黄~J~~車j 郭振恭共著 l氏i1、継承新論巴(三氏害局、修訂三版、二
()Oi工年) [陳棋炎] 六回良っ

川原凶慶古「日本民法相続編の史的素描(三)J法千協会ノ¥口巻ご号凶三E，
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なる c ドイツ民法(第の て条第頃)とスイス民法(第六0 条第

項)はこれに属する。

遺産分育:uの話はさておき、まずは一般の共有物分割の効力をみてみよ

う。実は中主民わH己法は物住編において分割の効力に関して何も定めが

ないc 通説川は、民法第八 五条."-11，における共有者の担保責任に関する

規定を理由として、民法が移転主義を採111していると論じる。つまり、

JL有苫は互いにその持分を移転することによって単独の所有権を取千りす

るわけである。共有物分割の効力は、分割完 fの時から生じ、 i遡及効が

ないc そのため、分制前に、共有物に存存する担保物権は、分刑によっ

て何ら影響を受けることがなく、依然として設定者である当該共ィ当者の

持分に存有するじ他)Jで、理論的に移転主義が優れていると認めつつも、

その欠陥を指摘した学説剖7もある。すなわち、共有物のjおj'に担保物権

を設定した際の問題である c 例えば、 ABC 人は、 分の ずつの持

分で土地を共有している。 Aはその持分につき Dのために低当権を設定

したむその後、 |地の分刑が行われたが、共有物分刑の効力は将米にi白l

け亡生じるので、 Dの祇当権は影響を受けず依然としてAの持分の上に

存続する c ^が債務を返済しない場台に、 DI土抵吋1撃を実行し、 Aの持
分を説売にかけることができる。 AのJt分を買い受けた芦は、 BCとん
の共有関係に反るコこのことは分割によって消滅した共有関係を復れさ

せ、分割の円的にそぐわない。これに対して、宣言主義をj来るなら、こ

のような~手当を避けることができる。なぜなら、分割が遡及効をもって

いるため、 Dの紙当権はAの取得した部分にだけ存在し、もはやBCと

は関係がないからである。

最高法院八五年台上字第二六七六号判例は、「共有物の分割は、民法

第八五条に照らせば、存共有者が共有物の全部の卜に存在する持分を

互いに移転することによって、各共有者が白己の取何分の単独所有権を

315 T.ftJ宜ョ物権法論， (山費出版、 九主七年) -il四貝 3 玉沢i~~ IF民法物

権泌 冊i困則ー所有権 (自賛同版、 。。 年j三ヒ五頁-
:14(i民法第八 力条は、「各共有芥は、他の共有者が分割によって得た物につ

いて、その持分に応じて売烹と|叶ーの利保責(1を負う」と定めている c

1477尉在全『民i1、物権論(ト)JJ (宵費出版、 )L九石年j三七0頁。

]
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何たわけである」と述べて、移転主義を肯定したといえよう。では、遺

産分割jではどうであろうかc

遺産分育:uの立法治草からみると、 j、消民律中案と民国民律革案にはそ

の効力に関する定めが存在せず、法制局相続法草案にいたってはじめて

立言王義を採用 Lた(同革案第 条第項)。立法理由は見当たらな

いが、学説は、宣百主義のメリットを次のように述べている。第一に、

円言主義は相続のノト質に令致よるυ すなわち、相続人の遺産は、直長紋

相続人から取得したものであり、 f也の相続人からではない3ぺ第二に、

行言王義は移転王義と比べれば、しばしば取引の安全に不泊であると批

判Iされているが、それは遺産共右の法的性質を狭義の共有と解する腸合

は確かにそうであるししかし、巾華民国民法が遺崖共有の法的性質を合

イミと解しているため、共同相続人は寸皇産について具体的な持分を右せず、

譲渡も抵、可権の設d尤もできないU したがって、遺佐分割に遡及効を認め

ても、第三者の佐和lを芹するおそれがない319

しかしながら、その役、学説の主流はむしろ移転主義説に変わってき

た。その用111は以下の通りであるつ第 に、上述したように、 般の共

有物分割について民法は移転で義を採っている。次に、民法第八二心条

第二J頁は、共有財産の分割に関する定めを合有財産の分割に市用してい

るため、台有則藍たる遣崖の分割も、移転T.義を採るべきである W コ第

二に、移転主義のほうが収引の安全に適う。以上の経科れから、 九八子主

年に、'日'青木義を採)iJした民法第 六七条は削除されたc

9. 日本との比較

最後に、台湾の遺産分別の特徴を日本のそれと比べてみようっまず、

fi湾の遺産共有の法的性質が合右であるため、そこから「台布の不動産

登記を共有に変更Fることが分河Jか」という疑問が生ずる、これは円本

制限材t炎 責宗楽 郭自民恭Jじ著「民法継主主新論巴(二民吉局、修言j二版、-
00五イ1) [隙棋炎/、」氏。

川史尚寛『継!fciJ、論， (自費出版、 九六六干 .)c阿頁。

3;)(> p取棋炎・黄宗楽・邦JoV，~共著「民法継評判論巴(ー今民予当局、修言i ー版、

ひの五午) [陳棋炎] 六凶頁ー
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では止じ仰ない議論である c いずれにせよ、台汚の最高法院はこの問題

について口定的な谷えを小し、 Ltcがって土地法第二凶条のーの多数決

では共有の登記には変更できず、共同相続人全体の同意を要tるとしたじ

ここから最l司法院は遺産の一体性を重祝していることがわかる。

遺産う~}JWの刻卑!となる財産については、台;1;は円本より範囲が広いと

いえるコすなわち、 H本において、可分債権と債務は共和l相一読人に相続

分にl心じて分内l帰属し、遺産分内!の対象とならないのみならず、特定遣

問などの目的物は受遺者に移転L、これも概念卜、遺j草分割の対象とな

らないυ これとは対照的に、台iなでは、可分債権と債務は中11続人に分割

して帰)肩せず、特定遺贈にも物権的効力がないため、これらのものは全

て遺産分割のんj象となる「財産」にとどまるυ

次に、遺産分割の方法について、台湾の学市は疑問もなく「遺言によ

る分有1)刀法の指定」を'1，お草分初」と「裁判分刑」と同亨1)に論じているU

これに対して、日本ではそれに反対する学況が右力となヮている。 4ーな

わち、遺崖分割の方法は r1jjh議分刑」と「裁判分割」の一種類だけであるι

「分割方法の指定」はむしろ「現物分割J '換{山分割」などと同様に遺産

分割のf到着としてiす世つけられるべきである。思うに、作法の「分割ノら

法の指定」はナベて債権的効力にとどまり、日本の「桐続させる旨の遺言」

のような物権的効}Jを有するものがないため、 I_}量百による分割h法の指

定」があっても、それは協議分割またはiJ':半1)分割を絞る必要があるつし

たがって、 h治で「分割占法の指定」を「協議分割」と「裁判分割」と

同レベルと解よることはますま「小適切である η 妓判分割の子絞につい

て、 H木では家l廷裁判所の遺涯分割の審判lで判断するのに対して、 fii背

では地方裁判所のj量産分、制裁判(共有物分別訴訟と同様)で判断する。

fi湾では相続分。〕併7Eは遣問分の骨定の前提となっており、両者の併
定の基伎となる財産は、その範囲が全く一致しているじつまり、台t巧の

遺産分割(相続分骨定)と遣問分減殺(遣制分~定)は、 l日H;ß~)計持プ

ロセスを採っている。円本の具体的相続分の古|主主とJtべれば、台uう法の
判後は、遺贈をヰ.)~I)受前としないことである。そう宇ると、遺贈は常に

「恵与的・先取的な遺脱」となる。遺贈が特別受益に該当しないため、

共|口i相続人の 人に与えられた遺贈は、遺産分割の手続で考慮されない。

この場合に、共同相続人聞の平手は、遺留分によってしか守られない。

[73J 北法;;8(1'418)418
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また、被相続人の贈与と遺贈によって、 i見%の遺産が相続分より少な

い場合に、 H本では存相続人の具体的相続分の割合で、残りの遺産を分

配するが、台汚には実際の裁判例がなく、どのように処理するかが不明

であるものの、学説は抽象的相続分を某竿とするようである。

その他、遺産分割の効力について、台汚は移転王義であるのに対して、

H本は宣百ポ義である。ただし、 H本氏法第九C九条但吉が宣言T.誌を

修正すること及び第九 条から第九 四条までが共同相続人間の担保

責任を認めることを瑚山として、日本民法の宣言土実は実質的に移転土

義とほとんと異ならないと指J商されたこともある問。

以卜では本題に戻る。相続出l始後、ま F相続人は被相続人の権利義矛告

を包折的に承継するし相続人が複数であるとき、相続財産は共同相続人

の合右に属する c この合有の状態を解消すべく、共同相続人は遺産分割

をj丁うひ遺佐分J;:IJrJ)手続や計算)Ji土は既に述べておいたυ 各判 I~売人(法

定相続人の全ての者が遺留分権利者である)がj;産分割で取得した財i宅、

及びその特別受益と遺贈と合わせた額が、その遺留分に満たない場合に、

当該相続人は遺留分減殺請求権を行うことができる。

以上で述べたプロセスは最も 11常なものである。しかし、そうでない

場合もあるの例えば、上述の[例 2Jを考えてみようれ被相続人は多額

の遺贈を行い、 i童屋は位かしか残っていない。相続人BとDは牛 IJIJに特

別受益を何も受けず、ィ、渦であろう。遺産の後額は五)力jじとあり、日と

Dのいずれの遺料分額にも満たない。そこで、 BとDは遣並分割を待た

「に、 l白按受造者である乙とMに減殺請求し、そして減殺請求によって

取り戻した遣併分の(物権に基づく)返還請求権を行使することもあり

うる c この問題は、日本では「遺留分減殺と遺産分割」というテーマで

盛んに議論されている。|日lじ問題が介湾ではどうなっているのか。六で

はこの問題を検討する。

六、遺留分減殺と遺産分割

351中川再之助代表凡で釈相続法(上)， (有斐間、 九主四年) [加点 郎]

。五頁。
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五の最後で述べたが、共|口l相続の場合、遣問分権利者は遺産分割jを待

たずに直ちに他の相続人に遺留分減殺話求権を行使ナることが口i能なは

ずである c 現実には、遺産分割が行われておらず、芥相続人の最終的な

取り分はまだ判明していないが、裁判所は遺留分減殺訂求のロJ斉や績を

1'1)断するためには、それらの前提事実を白ら認定する必要がある。ずな

わち、裁判所は遺留分算定の基俊財産や各相続人の取り分を ~I 主主し、そ

れをもとに遺留分侵合額を宵定する。

問題は、このような(遺並分制前の遺留分減殺の)請求は常に可能な

のかリ柁ならば、さらには日本と同じ問題、 jーなわち、減殺後の法律

関係はどうなるのかという問題が生じる J これを検討するためには、日

本の学況と同様に、遺留分を侵合する遺言(i宣言による財j辛処分)の頒

型を分けて2与える必要がある υ 以下はまずこの問題に関する台湾の学説

と裁判例の見解を分析してから、瑚百台的な検討に進むことにする c

2.従来の学説状況

台湾の学説は「遣制分減殺と遺産分割」の関係に百及するものが見ら

れないコゴし来、この二つのプロセスが)'r~ なるものであるという志訟は薄

いものであった。なぜなら、繰返しになるが、 ffJ専における遣情分算止

の基縫となる財産と法斉分割jのみなし相続財斉は範囲が 致しているた

め、それを一つのものとμtl)する認識が乏しいからである c それゆえ、

同者の関係を談論するものがほとんど存在しないの本研究で発見できた

限りでは、減殺請求後の法律関係について、唯 明慌に百及した学説九日

は、以下のように述べている c すなわち、この学説は、「遺留分減殺前

求権を物権的効}Jを抗する形成権と解したが放に、減殺請求の意思表ノド

により、遺HHまたは兆四贈与は遺留分侵害の範囲内で効力を失い、侵害

の部分は当然に遣問分権利者に似帰することになる。したがって、減殺

訂求の意思表示によって、遺留分権利者は相手方との聞に、 U的物につ

いて共有関係になると解するほうが、理論的に妥斗である」とで張して

日比H棋炎 -;;:-〆i、涼i邦i1R!，与共者 l 民法~fI'承新前c (一民書局、修訂ー版、

00五年) [黄宗楽]同一阿頁け
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いる c その上で、参考丈献として、日本の学説と判例を挙げている制。

3.裁判例

減殺伐の法律関係について、実は既に 九八九年に判決が存在する c

そfLから況在に卒るまで、同判決を含めて四つの最高法院の判決がイT杭

しているが、学説による刊例の枚討は見られない。以卜では'1'1)決を吋閥

順でみていくこととよる。

(1) 七八年台上字第九一二号

[事実]

B (訴訟係属中死亡)

| 
Y C Xl X2 X3 X4 

AとBの聞にはX1らのIJL[人の子がいたc Yと訴外Cは、 Aのチであ

るが、 Bの子ではないυAは、ム筆の係争|地をYに材14売させるという

遺弓を姥した。 Aのタヒ{去、 γは係予土地の登記名義を自らに移転したo

Xlらは口ら遺監の分配を受けずに遺制分が44吾されたことを理由とし

て、 γに対して係予土地のそれぞれの5/:16 (各人の遺留分1114十 Bから

相続した遣制分1106)の所有権移転校記を請求したコ

[判旨]遺産継示と遺留分減殺は、その陣質およひ7効力がi14なるつ前

者においては、相続人は相続開始の吋に、被相続人の財単に属する全て

の権利義務を示継するつ相続人が数人いる場合に、遺産分割前に相続人

は遺並について合有関係にある c 後者においては、遺制分梓利者が遺贈

によって遺留分の侵害を受けたときに、遺贈に減殺前求することができ

る。 i量制分減殺請求は、相続開始徒に受遺者に対して行うべきであり、

しかもこれは単独行為であり、減殺前求の意思を表示した時間に効力を

牛じるので、手干イfOJ問題を起こさない。原審はXlらが遣制分。JJl!;t:に

基づいて前求したと判断し、 X1らが遺産の共同相続を主張するとは認

日中川書之助拾修lF~n 解相続i士， (法丈干上、 九ヵ 年) [同津郎]四六O

R。中川善之助編『J主釈相続法(卜)， (有斐閣、 九五五イ1) [JJII政永 ] 

五八頁μ 位、同Jfu判11討円阿六年六月 九日判Ro.j六阿三り八円頁υ
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定してし、ないハそれにもかかわらず、!阜審は、 j量産う，j'-1Wの前に、遺産は

共|口i相続人の台右に属すると述べ、 XlらはYに対してその持分の移転

登記を前求宇ることができないとしている。この判断は、理由矛盾の進

法があり、したがって、原容の判決を破棄し主戻す。

本件は、最高法院が遺留分減殺釘求後の法律閃係について判断した最

初の判決である。この事件の特徴は、遺産分割する前に、遺百による財

産処分が既に履行されてしまい、 UI内物の所有権が受遺苫など (y)に

移転していたことにある。本判決の寸宣言による財産処分は、「相続させる」

と書かれているが、台湾には円本のような物権的効力を有する遺言によ

る財産処分が存在せ「、ここでの「相続させる」文言も日本の「相続さ

せる円のJ宣言」とは異なるものであるU 台湾での遺言処分は全て債権的

効力を有するにすぎず、「畑絞させる」と書かれた遺言 相続分の指定・

遣差分割方法の指d尤・遺贈なとの言葉は、判;決九の巾ではあまり厳，枠ず

別をつけ「にイ史われている C

j阜者は、遺崖分割がまだ行われておらず、遺t主が共同中11続人全休の合

有にJ"することを」中111として、 Xlらはたとえ遺留分が侵許きれたとし
ても、合有財並に対してその個別の持分をT.張することは訟められない

としたコ最高法院は、このような遺贈に対する減殺請求は I，Q:，mを表示
した瞬間に効}Jを牛じるので、台有の問極を起こさなしりと述べた。つ

まり、最高法院は、 j岩戸者分割j前ごあっても、既に完全に所有権を収得し

た受遺者に対する減殺請求によって、減%1請求者は伝吾を受ける限度に
おいて、 j当贈円的物について受j当者と「合有関係でなく、普通の共有関

係にある」と判断したといえよう。

(2) 八六年台上字第二八六回号

[事実]

被相続人A

o 0 X I X 2 Xo X4 

Y I Y 2 

回回目回国

[Ti] 北法;;8(1'414)414
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Aには子が六人いた。 Y1とY2はAの孫である。Aは遺言で土地中・

乙をY1に、土地内 丁・戊をY2に遺贈した。 Aの死1託、その遺言執

行苫によって係予土地の登記名義が既にY1とY2に移転されている。

X1らはY1らに対して、その名人の遣問分である1/12の範|剖内で、土

地の登記をX1らに返還することを前求した。

[刊日]遺間分は被相続人が相続人のためにその遺産を併保すべき

fEの押l台である c 遺留分は被相続人の遺産全体の上に概折1'19に存杭する

ものであり、具体的に存R的物の卜に存在寸るわけではない。 X1らは、

Y 1らの得た遺贈によって、各人の遺留分が1/12の損舌を受けたc しか

し遺留分は十おナ1ではなく、 X1らが遺留分減殺請求権を行使したとして

も、侵害された遺留分の範圏内で遺贈の効力を失わせたにすぎないυ 減

殺によって回復された遺留分は、依然として概括的にti~の係争土地の

上に存存する。、'i該J貴留分は減殺によって持分へと変わり、具体的な各

FlEドJ物の卜に存在することになるわけではない。したがって、 X1らが

Y 1らに対して、その各人の遺留分である 1/12の範囲内で、 |地の登記

をXlらに返還ずるという請求には、法的恨拠がないれ

木判決は、上記判決:1:1 )のf廷に、最高法院が内ぴ減fl請求後の法律関係

について判断を下したものであるつしかしながら、その見解は育八十度

の転換を見せた。

ま「本判決の事系は、判決(1)との煩似性が高いといえる。ずなわち、

遺涯分割川に、 i量百による則崖処分が版行されてしまったことであるじ

ただ判決ィ11は「相続させる」と存かれた遺言であり、本半IJ決は遺贈であ

るという I，~で異なる c しかし繰り返しになるが、作湾の全ての遣百処分

は債権的効力を有するにすぎないため、両苫を区別する必要はない。

さらに、本'['1)決は、遣制分減殺請求後、回復された追悼分が依然とし

て概折的にU的物全体の上に有杭すると述べたC すなわち、 4，判決は減

殺請求絞、減殺請求者と受遺者は目的物について依然として合有関係に

あると述べて、共有関係に基づく X1らの登記移転の主張を認めなかっ

た。この見解は明らかに'['1)i長(1)と矛盾している。本判決が現れた後五年

の問に、さらに下記の つ判決が山jJ!L、本判決と基本的に同禄の立場
にすっている。

(3) 八八年台上字第五七二号
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被相続人A

X 。。。。。。Y 1 Y2 
|印 乙
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Y3 

丙|

Aの相続人は ひ人の了であるυAの遺産は、十地印・乙・丙を含め、

合計1，261)心しあまりであり、債務はない。 芥人の遺留分額は、遺産の

1/20、すなわち213万元あまりであるυAは遺青で|地印・乙・丙をY

1 'Y2 'Y'1に力、配したcそうすると、 Ylは1.185万jじ、 Y2は1.'172

万元、 Y3は1，185万元中11、11の遺佐を符ているU これに対して、 Xは31

fJJしあまりの遺産しか待ておら F、遺留分が181fJ Jしあまり小足してい

る。したがって、 XはY1らに対して減殺請求し、係争|地それそごれの

日/2ωの所有権移転笠記を請求した。 Ylらは、第 に、 Xが被相続人

から432万元の粘焔資全と IITJ元の特別受益を得たこと、第 に、遺留

分減殺請求によって取戻された部分は遺産全体の上に概括的に存在する

ものであり、遺産に属する個々の則屋の持分に変わるものではないこと、

という二つの抗弁を舵山した。

[干IJ骨]遣併分は被相続人が相続人のためにその遺並を悼保すべき

定の割合である η 遺留分は被相続人の遺産全体の上に概括的に存在する

ものであり、貝体的に各国a0物の上にイチ存するわけではない。被相続人

の遺贈によって侵雫された遺留分は、 Jt分ごはなしゅミら、追留分減殺請
求権を行使したとしても、似害された遺仏j分の範|叶内で遺贈の効)Jを失

わせるに「ぎない}減殺によって|口|復された遺留分は、依然として概折

的に係争土地の hに存在する。当該j室料分は減殺によって持分へと変わ

り、具休的な各U的物の上にイT在することになるわけではない。したがっ

て、 Xは白らの遣問分が伝害される理由として、 Ylらに対して、トド・

乙・丙土地の9/200の持分登記を白らに移転するという訪求には、法的

根拠がない。原容が第一審のX敗訴の判決を維持し、 XOJ控訴を棄却す

る判附は、法にかなうものである。 xがJ原審判決の法令i主!?を指摘し、
原審判決を破棄するという請求には理由がない。

本判決は判別21に続き、減殺後の法律関係について、 '1"1復された遺

[79J 北法;;8(1'412)412
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留分は、依然として概折的に係争土地の上にイT在する」と述べた上で、

減殺請求者と受遺者なととは目的物について合右関係にあると判断し

たハ

本I'IJ決における被相続人Aの遣百による財産処分の種類は不明であ

るハこれは!阜、審でも明確に認定されておらず、単に「士宣言で分配する」

としか述べられていない。このことも、内湾における保々な遺言による

財産処分('相続させる」と喜かれた)宣言・相続分の指定・遺産分わl方

法の指定 遺贈など)はあまり厳栴に使い分けられていないことを示すc

さらに、本件におけるj宣言による財並処分は、判決内行からl従f丁治みか

どうかも小明であるが、原審においてY1らが「被告らは遺言の内容に

基づいて合法的に相続登記を行った」と主張しているため、遺言処分は

既に隠行は完 fしていたと杭測してよいのであろう〔

本判決の文言はほとんど判決但)と同じである。すなわち、最高法院は

再び「遺留分は遺産全体の上に存在するJ由象的な割合であり、それゆえ、

〆ん殺によって凶復された遺留分も抽象的な刑台のままである」という見

解を述べ、原告の何々の円的物に対する斤分の主張を受け入れなかったれ

(4) 九一年台上字第五五六号

[事A天]

被相続人A

Y 。。。。。。。OX1X2X3X~ 
巨百回

Aには相続人である子が て人いた。 Aは遣弓で甲・乙・丙土地をY

に相続させるという「相続分の指定」を行った。 Aの遺産l土、係争土地

のf也、了・成土地(その殺は1，416万冗の値段で売却された)、株券と貯

金がある。また、 Aは320万元あまりの債務を有する c A 0)死後、 Yは

採小土地の登記名義を向らに移転した。 X1らは自ら遺産のうよ配を受け

「に遣問分が侵害されたことを理由に、 Yに対して係争土地の1/26の割

合の所有権移転登記を苅求した、

[↑IJ同]彼相続人の遺贈または相続分の指定がその白白に処分できる

財産の範囲を超え、それによって遺留分権利苫の取作する財産がその遺

北法58(1-411)411 [80] 
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留分に透Lないときに、遺留分権利苫は減殺義務者に対して減殺訂求権

を行使しうる。減殺請求権はその性質ト物権的形成権に属し、減殺請求

権苫が義務者に対してこれを行使した瞬間、遺留分を侵害する部分はそ

の効力を火う。かつ、遺制分はi産相続人のi量産全体の hに概括的に存在

するものであり、具体的に各リ的物の上に有在するわけではないc 減殺

請求権者が義務者に減殺請求権を行使した結果、減殺の効果は既に党中

tるが、減殺によって凶復された遺留分は、依然として概折的に遺産全

体の卜に存在するのであり、具体的に個々の円的物の hに存在するので

はないυ したがって、 X1らの遺留分が侵舌されたことを理由として、

Yに対して出・乙・丙土地の件1126の持分をX1らの名人に移転主主記せ

よという主張を認めた原審の判附は、妥行とはいえないυ 次に、遺留分

は、民法第 七三条に芽、づいて算定された遺j辛から、 債務を'11いて計

算するものである υ 遺留分権利者は、そのJJ!実に受けた利益が遺留分組

を満たさないJ;s合にはじめて、そのィ、足額に応じてjE"官財i辛を減殺する

ことができる。このことは民法第 一一四条、第 一~1L条の規定から

も白叫のことである。原審が、 Xlら各人の遺留分額、その現天に遺産

から受けたfiJJa剤、そしてその柏、が遣制分伊、を満たすかを算定せずに、

遺留分権利者の請求を肯定した判断は、述附fの嫌いがある。上告県111が

原判決の不吋を指摘し、その破棄を請求することには理由がある U

本判決は、判決-(21と判決ィ引に続き、「減殺によってい|復きれた遺留分は、

依然として概括的に遺並全体の上に存存する」ことを理由として、減j没

後の法律関係は合有であり、共有ではないことを判示した。

まず本判決の')T案をみてみると、 遣制分を44吾した被相続人の処分は

「十円続分の指定」であり (原審の認定はそうであるが、 Yはそれが遺贈

であると-nEiした。その遣いについては五 7(2(j)で既に述べた)、さらに、
この処分は登記移転によって阪に履行されている。

判決理由の部分は一つに分けて検討する必安がある。理由の前段では、

申iJiん2/3)と大休同様の丈言が使われているハすなわち、「遺留分は1量産

全体の hに存在する抽象的な割台であり、それゆえ、減殺によって回似

された遺留分も州事L的な割合のままである」の繰り返しである η 後段の

理由は、今回の最l司法院1'iJi臭で尽はじめて現れたものである c すなわち、

遺留分減殺訂求の前提として、民法第 四条、第 五条の規定

[81J 北法;;8(1'410)410
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によって遺留分侵害額を百|主主すべきであるが、原容はこのような訂算過

程を経ずに、 32FH分の割台(芥人1126)から、直ちに原告らの(系争土

地の各1/26の持分登記をj車合らに移転tる)苅求をノ巴認したことが違法

であるということである。

4.最高法院判決の検討

(1) 判決聞の関係

まf[-.述したI)L[判決の闘係について、判決:(213'4)はfl)i告が11とは明らか

に結論が矛盾していると思われるυ 四判決の雫案は共に、遺崖分割前に

遺言による財産処力、が履行されたものであるにもかかわらず、判決:(11は

遺留分減19:請求後の法律関係について「台有の問題を起こさない」と判

断したのに対して、 fl)i刻2X3X41は「減殺によって回復された遺留分は、

依然として概析的にJ量産全体の上に存有する」、すなわち依然として合

有闘係にあると述べた。これはfl)111)の変史であるといえよう。

(2) 理由の検討

遺産分割の前に、 j当留分権矛1)者が受造者なとに対して、 j出留分減殺請

求を行い、さらにこれに基づいて、遺百による財産処分の回出J物に対し

て特定の持分を土張することは、判決(2X:1/41によって百定されたれ最高

法院は、そのtJ，拠として、一つの理由をあげているコ第 に、 遣制分は
最小限の桐続分の保障であり、相続分は1111象的な持分であるから、遺留

分も、そして減殺請求によって取り戻された遣制分も、遺崖全体の上に

存在するI111象的な持分のまま(すなわち遺産に復帰するの)であるつし

たがって、減殺請求格者が、受遣者などに汁して、は的物について物株

法上の共有関係を主張することは認められない(判決イ41の前段の坦山、

及び刊以割引310)理[IJo 以卜では「理由一」と呼ぶ)。

第 に、裁判所は、各遺留分権利苫の最終的に受け取った遺産額、及

び遣制分減殺請求。〕前提である遣問分侵害穏などの計狩を経「に、割台

的に遺留分権干1)苫の減殺前求の主張を認めてはいけないことである(判

決i4)0)絞段の理由。以|、では「理由一」と呼ぶ)。

理府は、日本の最判平成八年 月 六日民集五口巻。せ 七回

ヒ買の'['1)日をf方併させるところがある。 H本において、それまでの実務

で、遺留分減殺訂求権行使の効果としては、減殺訂求権者が、 遺言処分

北法S8(1'40D)409 [82] 
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の日的物上に、民法第 0 八条所定の例別的法定遺留分の割合による

共有持分を取得したものとする扱いが多かった:354 なぜなら、そのこと

で主張・立証の内科は簡略化tることができるからである川O 平成八年

の長日裁判例は、実務のこのような慣行を「叱責して11した意味をもっ}56

と:十(曲されている。

ところで、介湾の最出法院判決における理由 は、どのような背景を

有するのかU 以上に挙げた判例の事実を分析すれば、判ik(lX2X1)ではま

きに日本の実務慣行と同様に、原色は、個々の遺言財産について、 iE留

分の抽象的割合に等しい持分を王張している， (半UU!Jllはその後の流れ

にそぐわないため、ここで省く)判決i2jと(4)にはこの共通性があるにも

かかわらず、判決凶は理由一(未日|主主)にまったく触れていないに

判決(引の原t.(.土、遺留分貧定の某「越となる財産の額、遺留分額、当事者

双方の純相続額及び自らの不足額について王振・立証して、これらが事

実審にも認められた(つまり瑚山二は存在しなしリが、請求が瑚山ーに

よって棄却された J

この三つの判決における原告の主張の仕方とそれに対応する判決血111

を、去にして整理すれば、 卜記の通りである。

く表五> 最高法院判決(2)(3)(4)のまとめ

原告が直自分減税清水 ま出111 (取県された直 ~~III_ 1遺世分減殺詰

判決砕日 のための言1>1'を主民. 官缶、は遺産令体の上に 求のための日i拝を続て

-:-r_~J了したのか 概括的に存在する) いなしけ

'j'1j i)'!，:i' 2 '1 × J 

判決1:3:1 o 、/

'l'1Jj}，;:i4'1 × 、/ J 

J京行が遺留分減殺前求のための ~I 主主をせず、単に遺留分の割合に相当

する持分権を下張すれば、請求は理由ーか理由一十理由 かによって作

日|勺凶恒久「遺骨分の構成等について ことに被相続人が相続開始時に債

務を有してLミた場合 」公正法学 七号(一九九八年)四カ頁{

~.，:，伊藤円ロJ 1 tU批」判例評論凶六号(一九九七イI'!一ーの良。

日糊川恒久「判研」北大法学論I:t石三巻一口 (~OO一年)子主何ー頁A

[出] 北法;;8(1'40お14附
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まれる。1.阜行が遺留分減殺話求のための古l主主についてきちんと主張・立

証したとしても、理由ーによって、対定の目的物に対する所布権移転の

訂求は拒存される}これでは、理由ーと理由ーの使い分けの区別がつか

ない。以卜 5の l、級審裁1'ljf刊を分析してみたら、この混乱はさらに日すっ

てくる。

(3) 射程

判;)(121131111の射程は、「遺産分川前に、 J宣言による財産処分がすでに

履行されてしまった場合、相続人が受遺者なとに対して遺留分減殺請求

の意思表示をして、それに基づいて遺言による財佐処分のリ的物に刻し

て物位前請求権を主張することは認められない」ということにつきると

考えるべきである))量産分割前に、遺言による財崖処分がまだ履行され

ていない(日的物の物権が受寸宣者などに移転されていない)場合及び遺

佐分割後の場合は、判決(2113111)の射程に入らない。〈図 〉で示してみ

る (xは射程外、 0は射程内)0 

く図 〉 台湾における遺留分減殺請求に関する(最高法院)判決の射程

コ量崖分割前-， ，童閉または相批分の指定が未履行 × 

L 泣附または相続甘?の指定1)'履行済み 。→械設綬は合有悶係

遣仕分割徒 × 

5.下級審裁判例

以上はh治の最高法院の見解を繋理したc 次は、 卜級官における遣制

分減殺前，ji:の争いを検討する}

(1) 台南地方法院八三年家訴字第七六号

(台のに居住する)被相続人には、直:系半属・尊属・配偶者が有在し

ない。被相続人は牛前、遺百で本犀ーとその燥地を、離婚した安である被

行に遺贈Lたハ相続人は、巾国大陸に居住「る兄弟である、兄弟の一人

である原告は、遣問分減殺請求権を行使した。

裁判所は、「合有関係の下で、共有者が第 苫に対して権利を行使L、

給付を求める場合に、相続人全体に給制するよう請求すべきである。 し

たがって、原件が白らに67万πを給付せよとし寸訂求は認められなし、」

北法S8U.4(7)407 [84] 
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と判示した。つまり、減殺訂求によって財産を取戻す際に、「共同相続

人全体に給付する」という請求が必要である。換百すれば、この'1'1)決は、

取戻された財産が共同相続人の合有に属よるもの、よなわち遺産の一部

であることを小唆している c これは最l司法院の見解と|寸桜である。

(2) 宜蘭地方法院八四年訴字第一五号(上述3の最高法院判決(2)の一審)

被相続人は遺百で土地を 人の孫(被告ら)に遺贈したc 被相続人の

娘であるj阜背らは、その各人の遺留分である 1/12の範圏内で、ート地の登

記を自らに返還することを請求した。

裁判所は、以下のように判断した。原持の巾の 人は、遺留分減殺請

求憶が時効によって消滅したn 他の原台には時JjJの問題がないハ遺留分

;1&:;fX~古求によって取戻された財産は、遺留分権利者の個人のものである ι

遺留分権利者は受寸宣者と共に係争土地について共有の関係を形成し、も

はや共同相続の合有関係ではないυ したがって、 古;の原告の訪求を認

めたc

本判決の松拠iすけの部分は、 2で胃及した学説の見解及び3の最高法

院判決山を引用している。その後、持訴審(未公表)は被告がイ山額弁備

に札、じること理由として、情徹弁償すべきであり、現物返還という原告

の請求を棄却したコそして、本1'1はさらに最高法院に上訴されたれ最高

法院は判決(21で、取反則崖が遺産に復帰するという、木半Ij決とは反対の

見解を示した。

(3) 南投地方法院八六年訴字第二六四号(3の最高法院判決(3)の一審)

被相続人は法三で土地を三人の息子(被告ら)に分配したの机である

原告は白ら相続した財産績は、その遣制分相、を満たさないから、被告ら

に対して遺留分減殺前求権を行使し、係争土地の1/仰の所有権移転登記

を請求した。

裁判所はこのように判断した、民事訴訟法第一七七条によれば、当事

者は白己に有利な事実についてす証の青{千を負う。また、民法における

遺留分は、側々の遺産にイT在するのではなく、みなし相続財産から債務

を控除して党定すべきである。しかし、原告は、みなし相続財産から債

務省買を除し、た如、及び遺言による遺留分侵害額についてMも立証していな
い。また、被告らは、原告が牛日ílt.I~I)受託を得た証拠を提作l した。した

がって、原台の王張には理問がないハ

[お] 北法;;8(1. 4(6) 406 
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地方法院の判旨は、 4121の最高法院判決の理由 、つまり、 遺留分減

殺のための計併を経ていないことである。原告はこの敗訴の結果を受け

て、拝訴審できちんとした遺留分の百|主主を提出したが、搾訴審と最高法

院は共に、理由ーで原告の請求を退けた。

(4) ;Hi湖地方法院八九年家訴字第九号

被相続人は、遺百で 人の息チ(被告ら)のそれぞれに係争土地の

830/2‘:500の持分を分配したυ 相続人は一人のj阜需と被斉らを含めて八

人である c 芥人の遺留分は遺y-tの1116である D ?m.である原告らは、白ら

村 I~売した財佐官Hが、その遺留分額を満たさないから、被背らに 遺留分減

殺請求を L、各原告に係争土地の103.75/2、500の所有権移転笠記を請求

したc

裁判所は、被伺続人が生一刷、原告らに贈与した土地のJおナ~ ( 人当た

り168/2，5IJu) を特別受益として認定し、みなし相14売財並に算入したじ

この計貨の結果、原色らの取り分が既に遺留分(156.25/2句500) に迭し

たため、 遺留分侵害の守写実は認められなかった。

般的に考えれば、遺産は係争土地以外にも何かがあるはずである o

liWかに、フド件の、li_$者双hは、係争 1地の他、特に争うことがなかったコ

訴訟手続であるため、処分権主義の制限で裁判所は他の遺産について判

断できなかった。しかし、もし他の遺産、あるいは特別受託があるなら、

後日、紛予再発のロJ能性が高いっ以下の判決(51はまさにその現れであるっ

そうすると、本判決は叫意味ではないかという疑問が牛じた。以卜の干Ij

iJe15)はこの問題を志識しながら展開したコ

(5) 湧湖地方法院九二年家訴字第一号

事奈は上述した判決:(41と同様である。{旦L、原丹らの主張はより具体

的になっている。すなわち、遺産総額は1.1:53万元あまりであり、作人

の遺留分組、はその1/16、つまり 72万7eあまりである}被相続人は係下土

地の1.660/2， 500~)持分 (891万元あまりに+目先)を被告らに与えた。そ

うすると、 262万冗あまりの遺産が残っており、各相続人の純相続分納

は32万元あまりである。 したがって、彼告らを除く他の共同相続人はそ

れぞれ、 39万7ちあまりの遺留分侵害を受けている。土地の 111場価格で換

賞すれば、被告らの名義になっている土地の7.266/100，000の持分は、

!阜、件らの遺留分を侵害しているから、!息丹らは以下のことを求めた。第

北法S8(1'40:J)40日 [86] 
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ーに、被行らが特定土地の7，266/100，000の所有権を失うこと、及びこ

の部分が共同相続人全体の台有に復帰することを停認する c 第一に、原

行らのそれぞれの遺留分侵害飯が39万冗あまりであり、それが遺産全体

の卜に概括的に存在することを伴訟ずる。第二に、被告らが前述の

7，266/100町∞0の所有権登記を折、i出し、相続人の合有登記に戻 t、

裁判所は、以卜のことを理由に、原告の請求を退けた。すなわち、遺

留分はすべての遺産に存和するものであり、悩々の遺産に存杭するもの

ではないc 遺留分の侵芹を判断するために、まずは遺産総額を概骨:L、

遺留分歓を算定し、さらに!阜梓らの純相続街、を遺留分者向、と比べて、侵舌:

があるかを判断しなければならない。しかし、原白らの訴状に書かれた

日|算では、巨らの実際に中11続した財並額を挙げておらず、ある教科書の

設例Eiにおける「純相続ノ説」の計算方法で白分の相続するは「の遺産額

を書いたにすぎないしそうすると、原先は係苧|地についてのみ遺留分

侵許の計宵をしたにすぎず、遺産全体について計骨したのではない。原

告らが甘らの取仔したj宣並について、明確に主張していないため、遺留

分の侵宥は認められない。また、そもそも被台らは、みなし桐続財産の

計算に関して異なったです、がある。したがって、原告の請求は是認でき

ないれ

木判決は、最高法院半1)決(むの 年後に出されたものであり、長高法院

の景;，.~i を窺える η すなわち、本判決の坪 111付けは、最高法院の判決イ41 と

類似している。ただ、最高法院判肉ι)の原告らは、遣制分の計算を経な
かったが、本1'1の原告らは、一応その計算を行ったコ本半1)決は、町、合ら

の「フ転計算」を非難したわけではなく、「純相続分知の計算J h法を白

定したわけである。具イ本的にいえば、遺弓による財産処分を除いた遺産

額はなお262万元の価値がある。この郎分についてはまだ遺産分割カミ行

われていないから、とーの相続人がどの遺産(し、くらの遺産)を狩るかが

僻定できない。原告らは相続ィ去の教科書通り、 262-'-8 (相続人の数j

二 32万プEあまりが、各人の純相続分額に当たると王張した。しかし、況

7 これは日340で挙げた、陳棋炎黄;主張 郭振恭共若 l民;1、継承耕論巴(三
民市局、 11'f言Jて版、 '--CJCJn年) [黄宗楽]四一 一四一四良の[設例11で
あろう。
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%に遺産分割がなかった以上、これはあくまで「仮想」にすぎない。仮

に実際の遺産分割において、 262万元分の遺産を、他の共|口l相続人に与

えず、二人のj京行に与えたら、 j阜、丹は一人当たり 87万冗分を収作 tるこ

とができ、既に遣問分額 (72万元)を超えている。本判決はこのような

ことを危慌したのか、教科書に再かれた司主主方法を採用しなかった。

本判決の卜で、遣制分権利者は、白分の「現実に相続した遺産額」を

主張・立証ができなければ、遺留分侵害錦、の確認ないし遺留分減;p前求

が認められないc しかし、これほど重い主張・立証責任を要求するのは、

厳格すぎるのではないか CJ見実に相|続した遺立主幹、」は、そもそも遺並

分割を経ないとわからないものである。そうである以人遺産分割前の

遺留分減殺請求はすべて不可能となるU 最高法院刊山3iは、同じく原先

が 応遺留分の計算をした事情lであるが、原審と最両法院が原告の請求

を葉却した理由は、「ー見実に村 I~売した遺佐官~J の不確定性ではなく、「取

戻し財産の遺産性」である c したがって、本判決の見解は厳怖に失する

部分があるU

この間垣は日本でも生じるはずである。日本ではどう解決しごいるの

か。最半IJ平成八年 月 六H民集立。谷口号ーヒ四仁頁を例として

概観してみようれ当該事例で原告(遺留分権利者)の一人は、遺産に属

する預金の解約金と乗川半(以 l、αとする)を取得したものの、最高裁

は遺留分侵芹額の計算で、 αを「3E留分権利吉の桐続収得額」として考

慮せず、「遣問分減殺の外で」清算するとした制。すなわち、木米、遺

留分侵拝領は、「遺留分額 α」のはずであるが、 αは控除きれ「に法

制分減;f;(が認められたため、、円訟原告は日IjJ全に αを彼昔(遺百受益者)

に返還しなければならないc これで、遺留分減殺訂ぷの訴訟で、 α-j/::具

体的にいくらか、あるいは原告が相続で他に，3を取得したか台かは、-

U、確定Lなくても、減殺がロi能である}これに対して、本判決はおそ

らく、このような「別途の処理」を好まないため、 αと，3が'I'IJ明しなけ

れば、遺留分侵害は認められないという判断を下したc

(刷新竹地方法院九四年家訴字第二七号

被相続人は生前、係<f'土地を被丹(子の一人)に遺贈するという公正

日瀬;11i，;久「判研」北大口、学論集五三巻号 (-00 年)五凶頁2

北法S8(1.40:;)4(氾 [88] 
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証干ヰ士宣言を作成した。被相続人には七人の子がいる c係主土地の他には、

めぼしい遺産がないc 相続開始後、係争土地は「合有」の相続な記をiiE

たハ遺贈を受けていないj且fTら(他の六人の子)は、その遺留分を理由

として、遺産分割の訴えを提起した。具体的には、係争土地を、被告に

8/14、)原行の各々に1/14の持分で分割するよう求めたc

裁判所は、ま「民法第一一六凶条を根拠として、原告らの遺産分割請

求権を肯定したじ次に、()阜骨らが求めた)j量産の台有関係を共有に変更

することは、遺産の分割方法の つに属する。また、民法第 二二五条

前段により、遺留分権利者は遺留分侵害を受けた場台にj貴贈財並を減殺

請求できる。被白は、「jE贈の月的物」が「遺産」ではなく、「jE贈の日

的物」をJ量崖分割子続で分配すべきではないと抗弁したが、裁判所は、

本件の受遺者が共同相続人の 人であるから、遺贈の日的物を遺産分割

のX.)象財並にすることは妥、'iであるとしている。したがって、原告らの

遺産分割の請求は認められた内

この判決は、「遣HE分刑の前に、遺留分は、減殺前求ではなく、遺産分

割子絞によって保護される」という、以下の6で析出する台湾の主!と半1)所の

態度を、如実に去してし、る絶好の例であるコ詳しい検討は6の部分に譲る。

以上のように、下級審裁判例を概観してきたが、〈表五〉に倣ってく主主

ノ¥〉で繋理してみる c 判決(61は遺産分割の訴えであり、遣制分t戚殺請求

ではないため、省略する。

く表六> 下級審判決のまとめ

l嵐山が1宣宵分減殺請求 埋由 (取尽きれた遣 埋白 (遣間分減殺詰

円Ji九番号 のための計羊をよ張ー 制分i土遺崖全体の|に 求のための計算を経て

iL;7.止したのか 概抗的に存在する) いない)

u 。 J 

x 1減殺緑内共有をIfく
，:2 
認)

'::1: × J 

x ¥JS:判所は遣宵分

':4) を計算して、伝占が

なし、と判附iJ

，:5 。 J 
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九九七年最高法院半iJ山2)がi見れるまで、遺留分i成殺前求後の法律閃

係、すなわち取県財産の法的性質をめぐるl'iJi主は、物位法トの共右説(↑iJ

山 2)) と遺産共有税(判山1))がそれぞれイ了在した}一九九七年の最高

法院判決後、もはや物権法 hの共有説はなくなったものの、遣問分減殺

を斉定するための判決理由は似乱している。判山3)における!且干与の前求

は、遣問分侵害額。〕計貨を経ておら「、ただ個々の遺贈財産に対して遺

留分の告l合に相、Ii よる持分権を主張したため、裁判所は「未~I 主主」の理

山で訴えを棄却したc 判決i4jはほjとほぼ同じ(末計算)であるにもかか

わらず、裁判所は「未計算」に言及せず、かえって自らで計算して、(遺

留分侵宇字額がないから)請求を退けたO また、判決川では原白は一応計

算したが、「よ見実に取千うした遺崖額」が不明であるため、棄却されたじ

卜級審裁判例の唯 の共通点は、結論の部分、すなわち、遺産分割を経

ていないうも、遺留分減;f2'請求を認めない、ということのみであるυ

6. まとめ

共同相続人聞の遺留分減殺請求は、相続の過程のどの時期に、どのよ

うに主張すればよいのかについては、く去じのようにまとめることが

できるコ

く表七> 遺留分減殺請求の態様

遺産分割の
j量口による m自分減殺詰)Rwí: rií~ (減殺に 遣自分減殺詰求の態様

状態
財産処分的 よる物権の移転)の耐起ロJrT

状態

辺百による X I瑚向辺百処分のE的物 3立高分割で沼恒うすを主乱

遺産分割前 財産処分本 の物体は、まだ-2i童者に移転

履ィ了 されどいないけ

‘〉 遺産分割で遺骨分を下
ゴ宣言fこよる

張じそれが本当の問題併
遺産分割前 財産処分批

決のノ~í.土
履ィ了

J量以下分割後
。 遺留分減殺誹訟で遺留句、

をl張
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(1) 遺留分減殺請求と遺産分割との関係

fì湾では遺産分割の計~と遣制分計貨の某礎財産は、相続債務を除け

ば、その範囲が一致Lているため、|山j者が独立の民なった子続とは理解

されにくい。さらに、遺産分割も遣制分減殺も地ん裁判所の特轄であり、

遺産分1i~の裁判で遺留分の問題を考慮することができる。遺留分減殺前

求。〕計算過程をみれば、遣制分権利者の不足分を計宵するために、その

「現廷に相続した遺産額」を確定よる必要があるししかし、"見災に相

続した遣JW額」は、遺産分割jの千続を経なければ額がわからないはずで

ある日υ すなわち、理論上は、遺佐分討を行ってからはじめて遺留分減

殺請求がIIJ能となる c では、遺留分権利者が、このj順番を守ら Fに、つ

まり、遺産分内!の協議または裁判を経ずに、直ちに個々の遺言処分のU

的物に対して、 Rらの遺留分の割合に某づしhて減殺請求をし、さらに当

該守IJ合の持分(具体的持分、物権法上の共有関係)を王振することは、

受け入れられるのかcそれは3宣言による財産処分の法的性質に依存する c

(2) 遺言による財産処分の法的性質

①原則 債権的効力

台湾における遺再処分には物梓的効力を有するものが存tFしない。遺

言による財産処分の日的物に関干る物権は、ヲ|波または登記移転の前に

は、遺崖の中にとどまっているため、「遣崖から脱供したもの」はイチ存

しない。すなわち、これらの3宣言による財産処分の円的物は、「相続と

川時に受遺者などに移転し、彼への梓原 (title)帰属が確定している」

という事態が発生しないから、遺留分権利者はこのような「物権を取得

していない受遺者など」に対して「物権的形成権」たる遣制分t戚殺請求

権を主張しょうがない制。(遺言による財産処分の受益者が共同相続人

である均台に、j遺何分権利者は、遺産分割千続で遺明分をオて張ずれば、

裁判所はそれを配慮L、遺留分侵害がないように分割 tるはずである、

刊潮見佳男「迫間分の苧説と判例」家族くネ|会とjJ、) ~)しり (~OO三午)

口四民ひ

川林秀雄 J柑街J、請託 (π日召出版、 00五年)三三!L頁。もっとも、林

教授は、遺留分減殺(話J心権の放某について、「追胞の片的物が引渡きれる
前に、減殺権が'[じないから、減殺権を放棄しょうがなしりと述べてし、る。

]
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遺留分権利者は、遺産分割とは別途に、遺留分減殺苅求を訴求する必要

がなし~このことが、子「湾の遺fH分減殺請求事件がH本ほど多くない制

民上の理闘である}

②例外 物拡が移転してしまった均台

例外的に、遺産分討の前に、遺言による財産処分のU的物が、受j貰苫

などに引き波され、またはな記を移転されてしまうと、状況はどうなる

のだろうかU この場合には、受遺苫などへの梓原 (tille)帰属が砿定す

る。物権的形成権である遺留分減殺請求権は、その際、料論的には行使

可能であるU しかし、台湾の裁判例は、その理由は必ずしも明確でない

ものの、請求を認めたがらないc 概ねそのi増山は二つ分けることができ

る。第 に、減殺によって取り反される財産(遺留分)は、遺崖全体の

卜に概括的に存在して、個々の財i辛の具体的な持分権とならない(口、|¥

「理由 」と時ぶ)じ第 に、遺留分減殺前求するために、被相続人の

遺定額、存遺留分権利者の遺留分額、遺y-t取得領及ひ、遺留分侵.~額を計

算すべきである(以下、「理由一」と昨ぶ)ι

(3) 判旨の合理性及び裁判所の思惑

まずは理由 を詳しくみてみよう。遺仏J分権利者が減殺請求の意思表

示をずると、「取り戻された逃留分~jlll象的なJ十分」というテーゼが適

川され、取り戻された遣制分は遣崖に復帰することとなる。しかし、「取

り戻された遺留分~jll吟L的な持分=法斥復帰」は、法律上の規定に基づ

いた白明の結論とL、うわけではない。

ま「、 *IJ例が収戻財戸告をi量産と解した」甲111をみてみるつそれは、台湾
の遣佳共有形態たる「合有」と関連してし、る。 台有状態の l、では、相続

財産を構成する側々の財産上への各共同相続人の持分が再定される。相

続分は抽象的な持分にす主ないc 遣制分は法72相一読人から奪うことがで

きない相続分(不ロl侵的相続分)と考えられるから、各遺留分権利苫の

遣問分も、相続財産全体のトに存在する抽象的な割台であり、個々の相

続財産の上には古在Lないc したがって、遺留分は「相続分の 部」と

いう考えを貫けば、遣問分減殺によって取り戻された遣問分も、相続分

と同棟に州事i的なf十分である}取り戻された遺留分は、具体的な持分で

はないため、減殺請求権者と受遺者。)聞には目的物について物権法トの

共有関係が1''<立するとはいいがたいハ取り戻された遺留分は、抽象的な

北法58(1'39り)399 [92] 
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持分であるから、それを「遺産」と解したほうが自然である。最高法院

1'1)決1.4iO)前段の理由、及び|口11可決:!2¥31の理由は、まさにこのように述べ

てし、る ir)]

しかし、「遺制分=抽象的な持分、減殺によって戻された違和1分=抽

象的な持分」というテーゼ(理由一)は、理由ーで述べられた遺留分減

殺請求。〕計算過程では維持できなくなる。すなわち、遺間分減殺請求に

おいて、理由 によれば、まず減殺訪求者の遺留分績を計算し、その現

実に得た遺産ノ婦をも骨肉する内この計骨:を経て、 f干j;留分権利者の遺留

分{吾舌害担、が確定するし各遺留分権利者が遺言による財崖処分のどの日的

物に対していくら減殺できるかは、この計!rを絞た時点では既に確定し

ているυつまり、各遺留分権利者の権利のイ千百は、既に確定している '{(i:!

5ぃ扱えれば、台湾の民法第一一二川、一一二五条の計算を絞ると、遺

留分はもはや抽象的な古Ilf学的な持分ではなく、それは日|主主によって具体

的な額へと転化する c この場合に、遺留分減殺請求によって取り戻され

た財並は、減殺請求者の個人のものであると解したほうが台理的である c

したがって、遺留分権利者が以上の遺留分の計算を行って、遺留分侵子守

を-t~R した場台に、裁判所はもはや理由 でその請求を拒むべきではな

い。その点において、最高法院判決け!と下級審判決，，1)の用]1]付けは不適

切である c 吋然ながら、遺料分の計算を経たため、理由ーも成り山たな

いは「である。問題は、厚]1]二の細部計算で生ずるコずなわち、遺産分

寄りが行われていない以上、遣問分権利J者の「現実に取得した遣崖傾」は

361 遺留分は被相続人の遺産令体的上に慨括的に存在するものであり、具体

的に与円的物の卜に存在するわけではないハ減殺請求権者が五務者に減殺請求

権を行使し、射殺の効果を既に充生するが、減殺によって同保された追留分は、

依然として概括的に遺産全体の 1に存在するのであり、具体的に個々日的物の

トに存在するのごはない，J

叩遣f171分減殺，古求をめぐる紛争の段階は、抗 に、減殺対象財産について、

減殺請求者がいかなる割合の権利を有するかという紛争と、その権利が共有持

分であった場合の分割をめぐる紛争との 段階に分かれるひ前首は権利関係の

存否の7卜いであり、後者は、財産をどのように分配するかについての形勢の中
いであるけ松伸、止明「追何分割事件と遺留分減殺請求との悶係」家族〈社会と

法〉 九号 (-00三イ])三~三百戸
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確定できないハ下級審判山5)は、この点を強く強調した。そうすると、

R法第一一 五条に定められた遣問分侵害額の計貨は、ほとんどクリア
できない、 遺留分権利苫が-1，己、百|算した場合に、その訂求を拒予干するた

めには、この論理で行くしかない。

では、なぜ最高法院判山3)と下級審判決(J)は、論理的矛盾を抱えたに

もかかわら仁あえて理由ーを岡持し、取戻された財産を遺産と解した

のかじそれは、おそらく 遺産の台理的な配分のためであると考えられるυ

例えば、被相続人には相続人となる千ABCの三人がいる c 毛皮相続人は

遺言でAに|地印地(怖怖250万元)と乙地(価値250万元)を分配した。

しかしiEi歪分割の前に、相続人の一人であるAが何らかの方法で叩地と

乙地の登記名義を自分に移転していたとするυ 被相続人からの相続財産

には他に土地丙地(仙値50万円)と銀行貯金50)ゴYじがある c 仮にBCが

ここでいきなり甲地と乙地について、それぞれ1/6の所有権(減殺請求

によって取戻されたもの)を主張すれば、もちろん、理山ーによって退

けられるし次に理由ーで述べた遺留分侵害物、の日|算に入るじ A以外のオ11

続人である BCの遺留分はそれぞれJ量産 (2五)十 2五)+50十 50~ ôOO万正)

の116で、 100万元ずつである。しかし遣並としてはわずか100万元の何

値しか姥されておら「、 BCに均サに与えるとしても、二人の遺留分は

それぞれ50万元ずつの不足分が牛じる c もちろん、この100万元の遺産

は現4大にどのように配分されるかは、この段階で確定できない。これを

理由として遺併分似岩瀬の計算をてjJLしたのは、「級審裁判JjYD( 5)である。

ここでは最高法院判決伶Iと下級審判決11)の玄図を解明 tるため、とりあ

えずH本の通説にしたがって、 BCそれぞれに50万元分の遺産を守える

として議論を進めよう。 BCはその不足分の価値を保全するため、甲地

と乙地を減殺し、回似されたものは、トド地ついてBとCはそれぞれ25万

冗分、己地についてBとCはそれぞれ25万冗分であるが、理問ーによる

と、これは遺産の中に復帰する。つまり、遺産には市地の1/5の所右権・

乙地の1/5の所有権・丙地・貯金があるハ 遺産分古リ手続で裁判所はこれ

らの凶つのものを白白な裁量によってBCに分配することができる。例

えば、 Bには甲地と乙地が、 Cには丙地と貯令が分配されたとよる。そ

うすると、トド地と乙地についてはABの共右関係が牛じる c それに対し

て、減殺された甲地と乙地の持分が、遺産に復帰せずに、 AB.ACの

北法58u' 397) 397 [94] 
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州別の共有関係にあるとナると、結果的には、 Aは甲地の4/5、Bは甲

地の1110、Cは叩地の1110を有するということとなる(乙地でも|寸桜な

比半で共有が生じる)。甲地という 室長の土地に、-人の所有者が有在

するという結果となる。かくして、取戻財産を遺産と解したほうが、遺

産の合理的な配分に有益であるといえる}

このように解した結果、遺産分割川に、 i宣言による財産処分の目的物

の物椎が受益苫に移転する場台には、遺留分権利者は、理論的に(理由

二通りの)遺留分侵合額の計宵を行えば、遺留分減殺請求を主張しうる

が、これによって取り反されたものは遺崖に復帰し、遺留分権利者は貝

イ.4:出)1士持分を有しない。すなわち、最終的には遺産分割を千7い、そこか

ら取戻財並を自らに分配してもらわないと、、11該の取戻財佐は減殺請求

者の個人財産にはならないc そのため、遺留分権利者は、遺留分減殺請

求と遺ff分有IJの訴訟をー凶に分けて提起するより、むしろ直接に遺崖分

割訴訟を提起し、その中で遺留分i暗殺請求のd古J41を表示し、裁判所にそ

れに従い分割してもらうほうが質問である c 下級福裁判例U(6)は、本稿の

この見解を支持ずる絶好例であるつ

(4) 残された問題

もともと台湾の民法には遺留分に関する{山額弁償の条丈が存在せず

(二の 3を参照)、学説はこれを不都合であるとよ与えている。しかし、

台湾の裁判所が遺留分の減殺請求について上述した見解(減殺によって

取り戻された遣制分は遺崖に復帰)を採川jした結果、遺伺分の問題は;量

産分割jの千続で(共同相続人間の持分の交換を通じて)総合的に解決さ

れ、遺fAJ分の現物返還の原~IJ に起|大|する硬直性は多少とも緩和できるこ

とになろう。これとは対間的に、円本では遺留分減殺訂ぶによって収り

戻された財産の性質について、減殺請求の目的物は受造者などと減殺請

求苫の物権法上の共有関係にあると解されている。 見、この解釈はU

的物の一体性の維持に不利であるようにみえるが、 H本にはまさにR法

第ーの四一条(fi曲飯弁償)の規定があるから、問題はあまり止じない、

遺産の不当な細分化を防ぐため、 fi湾と H本がそれぞれ異なる法解釈で

対比、しているのは、非4出に興味深いことである

残された問題を I，~ほど挙げたい。一つは、 H 本でもよく議論されて

いるが、遺産分割協議の巾入れ、遺産分別訴訟の提起、または遺言無効

[9riJ 北法;)8(1'396)3閃
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の主張には、減殺前求の意思が含まれているかという問題である問。こ

れらの行為における遺明分減殺の意巴衣ノj、の有由Jlの問題は、T.としては、

遺留分減殺訂求権の時効の完成(台湾民法第一一四六条第一頃の相続1"1

fh[請求権の定めを遣制分減殺に類推適JIJするなら、一年と 0年の時効)

を|υli!iしうるかとし寸問題である。これについて言及した台市の裁判例

はただ件ある。すなわち、 /¥0年本 h寸第九六号(最ltJ法院八一年fi'

上字第 ひ四ーサのj車、審判決)と下級審裁判例山(八四年訴字第 五サ)

である。八口作家卜，(第九六号で、被相続人は !L八八千下 月 八日に

死亡したu 同月 刊、非候の刊にJ京帝を含めた家族全員は遺言を発見

したc 裁判所はこの時、原白が既に遺留分侵芹の事実を知|ったと認定し

た。また、同年九月一四日に、)阜肯は不助産登記所に「被中11続人が 九

八六年 月二O日に作成した遺言は、すべての不動産を被白 人に相

続させるという内科であり、遺留分の侵害に該介するため、士号機関は被

Eが単独で相続登記を行うことを認めるべきでない」という書類をiょっ

た。裁判所は、 IJJ宇、告は遅くとも 九八八年九月一四円に遺留分侵吾の

事天を知ったのに、 九九年 月 天日に本1'1訴訟を提起したため、

遺悼分減殺請求梓はて年間の時効によって?i'fi戒した」と半1)断した。伴か

に、手紙に明確に「遺留分侵竺」の主字が存かれた以上、時効が進行し

はじめたと認められでもイ|右がないものの、遣再の内容を対日っただけで

は「遺留分の侵守を知った」といえるのかが問題であるつ次に、下級審

裁判例(2)において、遺産分割の調停申¥'/てには遺料分減殺請求の意思が

ないと認定したのなぜなら、「調停巾立てと参加の日的が、当事者が互

いに譲~，することにより、紛争を止めることであるため、調停の際に遺

留うよ減殺前ぷの窓思表示が行われたと認めがたい」からであるつもっと

も裁判所は、その後、原告らが被告らに遣制分の返還に関する内容証明

郵便を送ったことを遺留分減殺前求権の行使と認めたじまた、宇乱はた

だj量制分減殺請求権の~t究U を白定したものの、遺産分割の請求に遣問分

減殺話求の窓思表示が含まれたかに閃しては言及していない。では、日

本の↑1)J3iU'己主説はこの問題についてどのように論じているのだろうかc

間辻凋「;世伺分減殺請求権の行使と制限」久貴Jι彦編集代去 hL江戸と泣何分
(第巻遺言)， (H本評論社、 OC，年) 六一 目。
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まず、被相続人の全財産が包折遺贈された場合に、遺留分権利者がそ

の遺贈または贈与の効力を争わず、遺産分割協議を申し入れたことは、

遺留分減殺の意思表示が含まれるという判例(最中l平成-0年六月一-

tlD:集五六宅金山号-0二山貝)がある。すなわち、この中Ij例のように、

遺産のほとんとが 部の相続人に遺贈または贈与され、遺留分権利苫が

その効力を争わない場合には、遣問分権利者が遺産の分配を求める根拠

は、遺留分;I&:殺によるしかないのであるから、遺産分;tiIJtß~:長の申入れが

遺留分減殺の窓!4L表示を含むと解することについとは争いがない364 他

hで、被相続人の財並のほとんと全古1;が贈守された場合に、遺留分権利

者がその贈与の任効を信じていたため遺留分減殺請求佐を行使しなかっ

たことにもっとも認められる特段の事情のない限り、贈うが減殺するこ

とができるものであることを対|っていたと推認するのが相当である、と

する判例(最判昭和1Lヒ年 月 円民集ノ¥巻 うす 九頁)

がある。言い換えれば、遺留分権利者が贈与.)畳間の効力を争うとき、

それが無効と信じるについて特段の事情がある場合には、遺留分減殺請

求権の時効が進行しないものの、特段の事情がない限り、時効は当該贈

守を K~，~üRした時点から jtt行する c この場合(ほとんと、の遣屋を遣百によっ

て処分十処分の証効を信じる特段の事情なし十処分の効力について予う

→?rj;i成時効は逆行)に、遺制分梓利者が遺崖分割請求だけを行なったと

したら、遺産分割請求に遺留分減殺の志巴が合まれるか有かについて学

説の見断は分かれている3ヘ学説の論争はさておき、仮にH木の判例Jの

納付木多喜ijJq吉f日分制度。〉研究I ，成文堂、 九八年) 頁2 山本

敬三「最判平成一心田六・一一判批」ジコリー一石じり(ーiL九九年j八九頁台

国l田隆重 l最判、l'成-0・六・一一判批」民商ーの一巻凶二五号(一九九九イ1)

八六O頁。'1'川普之助加藤水編集 l 新版註釈氏~'1、 (28) 袖訂版巴(有斐閣、

CJCJ今年) [中)11淳]四七八貞

問かかる場行に、遺産分割請求にJ宣宵分減殺の意思が合まれると宇る説は、

右近健男「東京高判ヰド成四・四・ 。判批」判詐四一一号(一九九一年)一人

民。両木多育男ョ11述相続法I(成文堂、一九九八イ1)五五九良一中111善之助・

加藤水編先『耕版註釈民i1、(28)補訂版， (有斐悶、 _00一年) [中川淳]

四七八民 3 これに刻して、遺産主分割請求に遺留分減殺のE也が含まれないとす

る説は、怯倉耕作「泣産分割と迫骨分」家族〈牡会と;1、〉じ号( • iL九 年)
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見解を台汚の問題に当てはめてみると、その結果はどうなるのだろうかc

ま「は/¥0年当〈卜 t，第九六百の事案であるが、原告は遣百による財産

処分の効力を-'frっておらず、fi'i:J主に遺留分減殺訪求に基づく所有物返還

の訴訟を起こした。そのため、本件は遺産分割請求に遺間分減殺の意思

があるかという問題とは無関係である。次に、下級審裁判例(2)では、原

告らもまた遺言による財産処分の効力を争っておらず、直按に遣制分減

殺訂求に基づく所有物返還の訴訟を起こしたυ ただ、原井らは訴訟の前

に、遺産分割の調停を中立とていた。日本の刊l例玉県論(最干Ij平成 0・

J、. )によれば、この場台における遺並分刑調停の申立てには遺留

分減殺請求の窓叫があるということになる c ところが、台湾の高等法院

はこれを明示的にす?定したじしかしながら、この判断(調停出立てのU

的は相互の譲歩による紛争解決であるゆえに、減殺の意lιがない)はあ
まりにも形式的・硬直的である U これまで述べてきた通り、台湾の最高

法院が、遺留分減殺請求の判決において、取戻財産は遺産に復帰すると

解したため、遺留分権利者は最終的には遺産分令1)手続でその遺留分にオ11

当するものを収得することとなるつつまり、共同桐続人間の(遺留分を

含めた)相続紛争を、できるだけ遺差分割の つの千続で解決するとい

うのが最高法院のftlli値判断であるつ遺産分割手続に遺留分の調整という

重安な機能を果たさせるならば、遺産分割の請求、すなわち遣崖分制裁

半Ijの舵起のみならず、遺産分割j協議の巾入jしまたは調停の巾立てもまた、

遺料分減殺請求の意思表社、があると認めるべきではなかろうか。したがっ

て、被相続人が大部分の財斉を遺弓による財産処分で特定の桐続人に与

えた場合に、仮に遺制分梓利者が既に時効期間内に、遣屋分割の請求を

挺起したならば、遺留分減殺前，ji:の意思表示があると認めてよかろう。

もう一つ残された問題として、遺産分割裁円1) (共有物分割裁判)では

J宣言による財産処分のU的物をその対象と「ることができるのかという

ことである。例えば、被相続人は遺言で土地トドを子Aに分配すると72め

たハ相続人は子Aのほかに、子Bと子Cがいる c 相続開始役にMらかの

七民、 111本敬 「最j'1J、ド h~-CJ . ;、 TIJ批」ンユり 立七号(九九

九午)八九買、辻朗「J5宵分減殺請求枠の行使と制限」久貴 IJ，I，彦編集代去 遺
言と遺留分(第 巻・遺留分).(円本評論社、 むつ一年) 一一頁を参照{
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理由で、甲の登記はAの単独名義になった。 日は甲以外の相続財産につ

いて遺産分割訴訟を提起し、さらに叩の遺贈があまりにも多額で、白ら

の遺留分がそれにより侵害されているとして、遺留分山ん殺前求の意思を

1<小したc では、裁判所は分害I)h法として叩の 部の持分をBに分配す

ることがロJ能かc おそらくこの場合は比較的問題がなかろう。下級審主主

['1)例(6iは、「本件の受遺者が共|口l相一読人の一人であるから、遺贈の目的

物を遺産分布IJの対象財産にすることは妥川である」と簡単に述べたにす

ぎないっ詳述すれば、出の所イ当権l土sXIこAに移転し、「遺j辛」に1喝さな

いとはいえ、 Bの減19:訪求によって取り反された遺留分(甲の持分)は

遺i主に復帰するため、裁判所は「笠記簿上Aに出守る土地甲」を遺産と

してBに分配することができるしその上、遺産分割訴訟は必要的共同訴

訟であり、 Bは、白分を除いた他の共同相続人全体 (AとC)を被告と

しなければならないU したがって、 Aは国分の受けた遺贈に文lするj宜留

分減殺請求について、訴訟の過程で十分な攻撃防御の機会があり、手続

面の保障にも問題がない。

もっとも、仮に受j当者が共同桐続人以外の第三者であり、しかも遺贈

H 的物の物権が既に-~遺者に移転した場台には、遣差分布l訴訟で遺併分

の間泡が処即できないと考えざるを得ないの第三者は逃摩分割訴訟の当

ポ者ではないため、口分の関守していない訴訟で所有梓(遺贈甘的物)

を脊われることは不合用であり、手続保障の原則に反する。その際に、

共 ["J相続人はやはりま F遺屋分割を行い、さらに~Uの干統で受遣者であ

る第三芦に対して遺留分減殺請求によって生じる物権的請求権を行使す

る必安があると解することになろう。

七、おわりに

1.本稿のまとめ

台汚の民法における遺留分制度は、そのれ芋及び)J!杭の解釈がほとん

どH本の制度や議論を参考と宇るものである。沿革:についていえば、大

出民律申案及び民国民律相案の条丈は、確かに日本のそれに類似してい

る。現行民法の遣問分に闘する条文の数は少なし H本との数似性が明

らかだというわけではないが、他方で、解釈上、台;11の遺留分制度7/5:ゲ

[9!)J 北法;;8(1. 392) 3:>2 
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ルマン・フランス型であること、 j宣贈・相続分の指定・遺産分割方法の

指定が遣制分を侵害する場合にlli効ではなく減殺請求可能であること、

遺留分減殺訂求権が物権的形成権であること、減殺前求が去批判外の意思

去小で行いうることなどは、 H本と|日l総である。

しかしながら、遺留分減殺前求の実際的機能をみると、日本と台(7;と

では相当異なる。 fi湾の裁判例は、遺品J分減殺請求の訴訟(減殺請求に

より財産を取戻し、その部分の物権を主張する訴え)をなかなか認めず、

減殺請求により取戻した財産が遺産に復帰すること、あるいは減殺請求

のための侵害額計算を経ていないことを理由として、遺留分権利者の王

張を退けている c これに対して、日本では贈与・特定〕皇贈・特定財産を

「中11続させる」 1干のJ宣言、さらに最判平成八年 周一六日民集1LO在、
号 三これでは全財産の包括寸宣贈を減殺することによって取り戻した財

佐が、物権法上の共有と解され、 j量並分刑の，¥.)象となる相|続財並の性質

を有さないとされた

日台のこの異同(遺留分制度自体は類似性が高いのに刻して、遺留分

減殺請求の機能がかなり~'(なること j をきっかけとして、本稿は、遺留

分減殺請求の機能が遣問分制度の構造それ白体で決定されるわけではな

く、他の様々なファクターに影響されているという仮説を立てた上で、

相続の過程に沿ってこれらのファクターの作川を分析したc

相続開始後、相続人が複数の場合に、遺産はまず相続人の共有に!唱す

る状態となる。中華民1"1民法は、かつての兄弟の川肝共則の状況に鑑み

た上で、相続閲始後の遺産をなるべく一体として保つべく、この段階の

法的性質を合有とどめているコ遺産に属する個々の財並の管理 使川収

益・処分は、すべて共同相続人全体で行使Lなければならない(例外は

土地に関する多数決)。合有における持分が抽象的なものであるため、

共同相続人は遺産に属宇る側々の財産について具体的な持分を有tるわ

けではなく、それを処分することはできず、また遺産全体の c.OJ相続分

を処分することもできないc このことは遺産の 休性の維持に有利であ

則一肖周平 r)1、!日l相続と追自分および柑殺f去の法律関係」久貴忠世編集代支
遭っと遺骨分(治 主主・遺， ，ハ(日本評u社、 00 年) 七九一 八

頁を参照り
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るが、 Jぇ而、迅速な処分が必要な場合、例えば、株をよい何段のタイミ

ングで完1閉そうと宇るときは、台:fjOJ状態は極めて不便である。また、

合有説に対する批判としては、取引の安全を害するという指摘が考えう

るが、台湾における不動産のな記には公イヨ}Jがあるため、第二者の保護

に関する問題はそこで解決されている。

台1JqJ状態を解消するためには、遺産分割の子一読が必2さであるが、遺

産分割の基準は法定相続分のみではなく、被相続人による意思表示(相

続人に遣問・相続分の指定・遺産分割方法の指定)がある場合はそれが

優先する u 但し、これらの意思表示が遺留分を侵害するなら、遺留分権

利者は減殺を請求守ることができる。以卜では、遺言受主主者が共同相続

人であること、すなわち、遺留分iJnU2請求が共同相続人間で生じること

を前提として、議口市を進めといく。

では、遺留分権利者はどのようにl);Xtx前求をすべきであるのかc これ

は遺産分割の段階段ぴ被相続人の遺言による財w処分の履行状態によ
る。遺J't分有1)前に、 J量産に属する個々の財産はどの相続人に帰属するか

はまだ不明であるつ i反に被相続人が「各相続人の十日絞分を次の通り定め

る。すなわち、 A一分の 、B一分の (Cはゼロ)Jのような遺百を

作成し、明らかにCの遺留分を侵?与する財産処分を行ったとしても、実

際に遺産分寄りが行わなければ、現実に遣問分の{式当が牛じたとはいえな

い。遺言による財産処分は、遺贈・相続分の指定・遺産分割方法の指定

があり、その内容が割合的な指定であろうと特定物の処分であろうと、

物権的効力を生じ F、受益相続人も単独で登記名義を移転 J一ることがで

きないコすなわち、、円該国的財産の物権l土受益相続人に帰属することが

なく、遺産の中にとどまり、共同相続人全体の合有に属する。したがっ

て、遣制分権利者は減殺を行おうとしても、 i暁殺対象の物権はそもそも

遺産の巾に入っており、減殺によっても筏婦のしょうがない。 遺産分割

前に、遣制分権利者は遣制分にキB'与する遺産を取得したいならば、遺産

うよ討の訴えを提起し、その巾で遺留分を主張すればよい。そこで、裁判

官は遣制分侵害のない遺産分割の結果を同すは「である。これはもっと

も一般的な状刈である。

f也hで、遺産分割日IJに、仮に何らかの剛造い、あるいは遺百執行者の

協力で、遺言による財産処分の物権が受益相続人に移転してしまった場

]
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[
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合に、遺留分権利苫は確かに遺留分の侵害を受けたので、減殺前求を行

いうるコ問題は、遺産分割がまだ済んでおら「、遣問分権利者の具体的

な遺産の取何分もわからないことである}遺留分権利者は、相続開始時

の遺産積ヰI~IJ受話 債務などを計併するとともに、白己の現実に相続

した遺産額を仮定する必要がある。その上、遺留分侵害額カ可|主主ロJ自主と

なり、減殺額が↑IJ日月する。 u卜の算定過料を経れば、理論的に遺併分減
殺領、つまり、どの遺贈財産をとーの在民減'1&-9るかは確定し、減'1::<苫の

個人的・確定的権利と併したほうが合料自Jである。しかしながら、台湾

の判例によれば、このように減殺によって取戻した財産は、遺留分権利

者の個人財産になるわけではなく、遺産に似帰 jーることとなるハつまり

「特疋の財廷の持分を回らに返還せよ」という遺留分権利者の訴えは認

められない。この場合に、遺留分権利者はどのようにして遺留分に相当

する財並を取り戻せるのかc 、%をj童青による財並処分の受益者が共同中11

続人の一人であるならば、遺留分権利者は遺応分割の訴えを起こせばよ

い。受益者が共同相続人以外の第一者であるならば、遺留分権利者はや

はりまず残余の遺産を分割してから、第三者に対して逃留分減殺によっ

て取戻した則差の返還を求めることができる。

また、法jl/'分割後、各相続人ないし遺留分権利者は、遺産収得分を碓

どし、遺fH分{え岩を受けたかも碍認するコ現実に位当:を受けた遣制分梓

利者は、泊三による財摩処分の受益者に対して法留分減殺請求しうる o

H的則廷の物権がまだ受託者(第二者)に帰属してし、ない場合には、遺

留分権利者は減殺によって銭された部分を受益者に給付すればよいっ日

的則監の物権が受託者に移転した場台には、遣制分権利者は減殺請求の

窓思表示を行い、それに基づきl旧民Lた部分の返迭を求めることができ

る。

以上のように、遺留分の保誌は、多くの場合は遺産分別を通して達成

されるコ遺何分減殺請求によって財産を取戻し、そして物権的請求権に

基づき返還を求めるという方法は、限られた場而(遺産分割後且つ遺言

による財産処分が版行された後jでしか利JIJできない。このような結果

をもたらす!阜、囚はMであろうか。まず、台il7うのj量産共有の↑牛質が合有で
あるため、例えば相続債権・債務は遺産分割を待たず共和l相一読人に分割

帰属するわけではなし~すなわち、すべての遺産は遺産分別の対象とな

北法58(1'38:>)389 [102] 
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るハ次に、 J宣言による財産処分は物権的効力を有しないため、 遺産分別

前に現実に遺守{分侵害が牛じたとはいえず、遣制分減殺で目的物返還を

訂求しょうがない}以上のように、遺産の合有及び遺言による財産処分

の債権的効力は、相続に闘する紛争を遺産分割まで凍結させることを意

味する。遺産分f，'Uの子続では、法定相続分・被相続人の遺言による財産

処分・遣制分の問題を総台的に創出gL、一括して解決することが予定さ

れているし遺産分有l手続を利用せず、直ちに遺留分減殺前求を主張「る

ことは、場合によって瑚論的には"J能であるが、収戻した財産が遺E去に

復帰し、最終的にはやはり遺並分割で問題を処理すべきであるというの

が裁判所の見解である。全体としては、 jh'草分割による処瑚の守備範凶

が広いため、 遺留分減殺訪求に頼る必要は減少する J 本稿の最初の仮説

に戻るが、台湾の遺留分減殺請求が日本のそれと異なる機能を有するの

は、「遺並の台有及びI宣言による財並処分の法的性質が遺並分{fIJ子続の

力を増大させ、そのため、遺留分i暗殺請求の必要性が低ヤする」からで

あると結Z命つ手けられよう。

なお、法留分が遺産分割千絞ご守られるという言い方について、本研

究はさらに歴史的H法によってもそれを支持する松拠を禿見した。すな

わち、巾回伝;~1cの才;桃!J<継・家産分析では、諸子(自、子)均分の原則が

採られてきた。近代法化の過程で、宗桃承継がなくなり、家屋分析が「相

続」となり、諸子均分も C:to]分相続」となった。きらに、男女干守の流

れがIJDわり、娘は)~、了と共にj守分相続の仲間に加わることになった。現

行民法の均台、桐続に関して、自、子の聞で均分相続はかつての人々の法玄

関哉に合致しており、特に街突がなかったものの、娘の土当分相続の容認は、

社会にとっては急激な改革であろうハそこで、被桐続人-1/'民法の定めを

ful祝し、同イj法の米産分析を行い続けることは多く見られる。この状況

は、贈与(1]:前贈与と化囚贈与の山方)に関する裁判例に如'丈に現れて

いる。しかしながら、法律の専門家はこれが望ましいと巴ってはいなし迫。

古い解釈例には、保守の父母が生前贈与によって財産を品子にだけ移転

することを防ぐべ〈、遣制分の計算を通じて娘。)相続権を保護しようと

tる設前があった"-，なわち、遺留分は、法定相続人たる娘の相続権を

白、千のそれと|日j憾にγるための市IJJJ[として理解されていたc

また、従来、被相続人が家族以外の第二苫lこ贈与や遺贈することは稀

[H氾] 北法;)8(1'388)出合
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であったため、それを遺留分に算入しようとする提案もなかったc この

ことは古い解釈例・民法改11の議論及び裁刊例。)分析からも'1'1)明してい

るハ巾華民国民法には、日本民法第ーのての条のような条jとがない (J見

在、第二者への遺贈は、 j量制分算定のための恭礎となる財産に情人され

るが、第 苫への生前贈与は入っていないんつまり、立法苫は、家族

以外の者への則産流1引を組定しておら「町、遣制分をT.に共|口l相続人闘

の公平を維持するためのものとして考えていた。もともと共同相続人の

干J~~~!査は遺産分割千続で行われる予定である。遺留分が相続人聞の公

平維持という機能を有するならば、それは遺佐分訓の役割と重なってい

る。したがヮて、立法者はこのような糾i鮮のヤで、遺産分割のための相

続分の算定を、遺留分算定の前提とする条主(民法第 一一回、

子主条)として制定した。換言すれば、遺産分割は遺留分減殺請求の前提

となる子続であり、そこで遺留分の問題の解決が期待されている c

以トは歴史や条文の沿革から、遺留分減殺請求と遺産分割の本来のあ

るべき姿を措いていたυ しかし」見実には遺留分ないし遺産分割の平等椎

持機能を減らす解釈が多く存在している。まずは桐続人に対する生前贈

守は、実務では特別受益として訟之されることが必Fしも多くはない(処

分権主義の制限にも関わるがん例えば、家斉分析に関わる生前贈与の

半1)例には、特別受託に青及したものがないし次に、たとえ特別受益とし

て認められたとしても、それは遺留分減殺請求の対象とはならないっそ

うすると、被相続人は終意処分によって遺千百分を位当:できないが、 '+Iiij

の処分は口111であり、遺留分を金正視することが口l能である。このことは

学説によって長い間指摘されてきた。最近はようやく法改11の動きが出

ており、以下の 3で紹介する。それ以前に、 2ではまず台湾法と円本法

並びに中1'，1法との同連について述べる。

2.相続の一連の過程における台湾法の特徴一日本法並びに中国法と対

照しながら

367相続人以外の第 省に対する日111与を遺留分に算人せすに済むという止法に

対しては、以卜 σ)'子説が厳しく批判している 2 黄示、止「台汚における遺宵分の

制度(下)J戸籍時報四九八号(一九九九年)六頁{
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日本法の遺産共有の下では、ロj分債権・債務の分割帰属が認められて

おり、遺産分割の対象とはならない。相続分の譲渡も許される。また、

特定遺贈ゃ「相続させる」旨の遺言は物権的効力を有L、相続開始と共

に物花が受遣者や受虫色相続人に帰属する。これもまた遺産分割の対象と

ならない。このような処分が遺留分を侵害する場合に、遺留分権利苫は

遣問分減殺請求をプド張するしかない。もっとも、仮に当該処分の目的物

を遺産分内l手続に組み込んで遺留分の問題と 緒に判断できれば、 つ

の手続で相続の紛争が解決でき、特に問題も生じない。しかし、現実に、

円本ではj貴並分割事件は家挺裁判所の調停審判による解決が必要であ

り、遺留分減殺請求事件については地方裁判所の共有物分割訴訟の手続

が必要である。そのため、遺崖分有1)で遺留分を侵害する処分のリ的物を

遺産分割で取り扱うことはィ、lり能である〔結局、同 の被相続人の有し

ていた相続財並について、、'i事者が地裁へ行ったり家裁へ行ったりする

検めて小都合な事態になってしまうさらに、遺留分権利者が受澄者

に刻する減+1請求により取り反された財廷は、 i)nXtx前求者と受遺者の物

権法上の共有関係に属すると判例制が解しているため、遺産分割千絵ご

遣押{分問題は処理でき F、別個の民事訴訟で決者させるほかない。青い

換えれば、遺産分割で共同相続人間の紛予をまとめて解決できないゆえ

に、遣問分減殺請求に頼るしかない。

日本のjミ務.)配見のこのような」開平に対して、批判的な志兄を有する

学説が少なくないコこのような学説は、遺並分割子続と遣悼分前IJ8!を統

合して捉えなおずべきであると主張するため、再統合パラダイムと呼ば

れることもある"-'71)コ時統台パラダイムの学説によると、以上の問題のれ

制雨宮日Ijうた「辺産分割子続における退問分減殺請求の取扱し、」半Ijタ九六I!l[一号

( 九九八年}四良}

制占支出裁平成八千下 月 六日判決仕せ集五口巻号ご 頁)は、「J宣， ，者

の財係全部についての包括追贈に対して遺留分権利者が減殺話求権をid史した

場企に遣刊分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産として

の性質を有しないと解するのが柑当ごある」として、この場合の受込者と減11
請求省との共有閑係を物権法上の共有であるとする判断を不したひ

"1/0潮見作山I)-ti何分の守:説と千IJj)iIjJ家族〈干十会と法 ')Lせ (-00三午j
O六頁{
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{原は、「 つの相続事件に付随する 連の紛争を、訴訟と非訟の つの

手続に分離し、しかも特轄裁判所まで別々にした寸法白体の誤りに売す

るものである」守その解決後として、遺留分侵害の処分を当然無効と

併し、審判手続の中で遣問分の問題を処理できるように解釈する 3，-~ほか、

減殺で取り反される財産を「相続財産」に1"1復し、その後は遺産力、1Wが
行われる3ロなどが提案されてl'る。そして、減殺によって取戻された遺

留分権利苫の只休的な遺留分は、寄りうfや特別受益と同次元で「旦休|円

相続分を確定するために」遺産分割手続の中で 体的に考慮きれ、この

プロセスを経て、各相続人の具体的に承継する財佐が確定することとな

る371 さらに一歩進み、立法論として、遺産分割は通常裁判所の訴訟事

件に反し、かつての共有物分怖の子続に 元化すべきであるとする提青

もある

台湾の遺佐分割と遺留分減殺の関係は、この意味では円本の持続台パ

ラダイムに親和的な部分がある c つまり、台湾法は、遺産の一体性ない

し遺産分令lの総合解決機能を重視し、遺留分の問題を遺産分割子続で解

決するため、さらに別の訴訟を舵起することは原則として必要がない。

け木と比べれば、 fi湾においては遺併分減殺請求訴訟(減殺により目的

物の返還を請求ずる訴えjを活用する場而がかなり限定されているつ台

法と H本におけるこのような相注は、百うまでもなく遣崖分割千続(管

轄ぬ判所など)自体の追いに用111があるが、その背景には、遺言による

則差処分の法的性質及ひF遺屋共有の性質が遺差分割の機能に影響してい

るという事情が存在する。また、遺産分割千粒の機能は、 j岩留分減殺請

求の必嬰性をL二れするため、 fii肯の民法における遣問分制度は;，法過程

と現行規定において日本法にある紅度類似するにもかかわらず、実際の

371伊藤l門IμJ r相続法， I有斐閥、 CJCJ 年)-.1ェ口氏

すIL伊藤昌司 l相続11、， I有斐閣、二00二年)三八八頁己

日 i度i粕勲「共10J相続人間における遺留分減殺請求と遺陀分割の関係」ジュリ

スト五じ 号(九七凶年)ーの l二:RUI。
げ朝見佳男「迫留分減殺請求権のiJ 使Jjl、iA:R-S'報七11巻一号 (_00二年)

1l0E当。

日伊藤昌司「相続11、， (有斐閣、二00二年)三.Tr.O頁己

北法58U. 38;;) 385 [106] 
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相続の過程において、遺留分i成殺釘求は?でなる役割を演じ、~なる様相

を呈している。 JJ1、はくい(I~) で作湾と H本の相違をがれ

<図二> 相続温程における台湾と日本の相違

L、持
n{lj 

遺産分割の遺産

↑:;iP;.J'i)i殺古tをl吹

3出産 )1，打の性質

特うLJ品贈と44
定物を相続

さ寸土る」旨の

遣門士則症

の包括追贈

(相続開始叫

に1均株1)すヲぐ

移転)

日本

相続人に

什剖帰属

する遣et
(ロl叶慣

件情-i!をj

遺産分割の遺産

↑逗守1，>叫殺請点字 i).R

↑ 'fi\'ii;'}は殺清水(よって取りた配産の~~宝 ]l't物1，>訓l

次は、台湾と巾因(巾華人民共和国)相続法との関連について述べる、

九八1L年に中華人民共和1"'1相続法が成、7した。その性格として、 IUIj

近代的な家族制度を打破L、男女平行子、養老育幼、弱者救済という社会

不義的原則の樹、Yをめさしながら、 1，'1時に家族共崖市1Iを核とする|円米の

家族制度を社会土義の原則に適合する形で現代に再生し、社会主義経済

の禿展に役点てようとするもの」日という評何があるが、他ノりで「伝統

法からかなり重要な精神を受け継し「むいて」、「封建的な要素が生き伐る

ことになる」という指摘も存在している377 いずれにせよ、中1"1の相続

法は、現J天には確かにその原理・原則のレベルで台湾法と非d日に民なる

安ぷが見て取れる。例えば、権利・義務一致の原則(いわゆる扶養 中日

川長谷山主主「現代中国相続出IJ皮の没貌」利光て津J::$市『法史学の諮問題巴(慶

応通信、 九八t乍)凶五八百。
山鈴ノド賢官現代中国相続U、のJ阜珂， (成丈堂、一九九 年)三口同頁、三一

良ぴ)i'十(2 )戸

[l(J7] 北法;;8(1. 384) 384 
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続対{曲の原理)、安老育幼!日o(BIF'i-;:;、当然限定相続原則は台前法には凡ら
れないものである。しかしながら、現行法はさておき、 。。 年に公

表された巾国の民法典相続編建設布川の内科には、台il巧法に類似 tるも

のが少なからず窺われる。本側究に関連する部分に|保っても、j;)、|、の類

似点をあげることができる c 第 に、止前贈与の持戻しに閃する規定が

新設され(建議稿第~O条)、その条文の内容はほとんど台湾の民法第

ヒマ条と同様である。第ーに、相続人間の公平を図る新たな遺留分

ザぷ交老育幼l阜、則の現われとし亡、 l]r1jモ人民共和I司相続iJ、第 二条、 三条、

四条件前主人O，y>の汗への遺性分与制度)と 九条があげられる。第 一条、

三条と 九条は確かに台汚にない制度であるが、約 凶条は台汚の民法的

一同九条に類似よると指摘されているはその類似性に言及した研究l土、鈴木賢

官現代中凶相続法の原理， (成丈堂、一九九ーイ1)一七五氏を参照。但し、両

者の異なる部分を清志してほしい まず、中同町第 同条は、「被相続人的扶

養に頼っていたッ:j働能力に欠けるまたは生活の基盤のない者」に限っているが、

台湾の第 四!L条は紋続扶義のみが明文の要件となっているい次に、 '1'同の
第一四条は上述した平?のほか、「被相続人に討して多く扶養していた者」にも

j量産分与するが、台湾法にはこのような制定がない一台湾の治 凶九条の趣

旨について、学説の多数はそれを扶交の延長と解しているμ 戴炎輝・戴*雄官中

凶継承法巴(白菅山版、 1L八J、イI'! ~-.~- 氏、隙棋炎・武 rJ;:宋 邦

振恭共昔 l氏;1、継承新論， (三氏害局、修訂三版、二007if)[陳棋炎]

員を参照{台湾の最高法院関辿判例はJ、0年代の前に九1'1あり、比較的多かっ

たが、以降は最尚法院 件、地lJ法院一件という科区にとどまる。ただ、段近

の最高法院判決(民団九年(阿屑~OO一年)台上字第 号)は、「民法

第 凶九条は、遺産分与を受ける者が労働能}Jに欠け、または![情を維持で

きないことを要件としていなしりと判示L、辿高分日と扶長義務との関連を明

確に台定した口 tljl刊の見解は、学説とは相当遣いがある吋果たして台湾の第一

|川!L条の存在理由が、'1'同と同様に，fl，u¥iな扶交を促進し、社会的扶益の負担

を蛭減する「養老n幼時、則」をもって説明しきれるかは、更なる補綴な研究が
必要であると思われる 2

川張主敏『中国継点i1、立法定議稿及立i1、珂十九(人民出版、 。。六年)りそ

の制疋経緯や影響力についてはまだ不明であるが、それを通じて現有その中凶学

者の問題意識が推測ごきると詳制され亡いる 具体的な内容整坦及び日本語訳

は、朱陣「中国桐続法の現代的課題 (2)J斗命館法学八立号 。九~ 止

凶頁を参l開2

北法58U. :-38:;) 383 [lOS] 



ー込 門

i附，，'己

制度が導入された(建設稿第 九条、台出法と同じく「特留うよ」という)。

遣問分権利者の範|判とその割合(建議稿第 九、二心条)は、介湾法の

規定と一致している、第でに、共同相続の場合に、相続財産が共同相続

人の「共同共有」に属すると定められている(定議稿第一一条)c C共同

共有」とはイ"1;7誌について、建議稿の制定者意見及び他の条よとの関連の

考察からは、それが臼本法の合イ]であると結論されている c これも台湾

法と同じであるじ第四に、共同相続人の相続債務に対する責任は、連帯

債務とされ(住議稿第七五条第二J.Q)、しかも「台湾法が胤定する相続

債権者の同意があれば、連帯責任が免除されるような規定を採用する」

と述べられている3目。以卜を背景として、「台湾法を参考あるいは台湾

法とjji存できる制区としての(巾国の)立法の模索が存存する 7PJは興

味深いテーマだといわれているおこのように、台湾相続法の重要性は、

巾国法に守える示唆や杉響の面においても、 |分許怖に値するのであろ

つ。

3.法改正の動き

中華民1"'1民法の相続編は、 九二O年lこ公布、翌年に施行されてから

現在に雫るまで、一九七五作に改正議論が山て、きらに一九八百午lこJ九

際に改11が行われたc ~O年が経過した後、最近はt'iび改 11 の動きが現

れたれ二00五午 二月に法務部は民法相続編の改正パネルを結成し、

~OO六年六月に相続法改 11 草案を完成する下"-Cである。そのポイント

はつ占である。

(1) C父債子還」など、知らない聞に膨大な債務を相続してしまったこ

とを防ぐための手段

現行法は、限定草誌については二ヶ月(民法第一一五六条、相続開始

時から)、相続放棄についてはーう月(民法第一一七六条第七頃、日己

の相続の開始があったことを知った時から)の期間を定めている。この

条Jどを知らずに、最近は父の打絹の債務を相続してしまった未成年苫も

げ1現したc このような状況に直山し、十五々な提案が提1中lされた。第一に、

川朱時「中国相続i1、の現代的訳題(2 ) J立命館iJ、学一八石り三三一頁 j

381朱町 l中国相続法の現代的課題(1 ) J止命館法学八号 四貝 3

[H川] 北法;;8(1. 382) 382 
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限定承認と相続放棄の期間を延長する、または限定承認の期間の起算向、

を相続放棄と|日jじく「相続を知ってから」と己主 11するという意見がある。

次に、台1可の現行法は、日本民法第八一六条(利益相以行為)のような

規定がない。そこで、相続にあたりシド成年の相続人を保護するため、特

別代理人の設問が提案された。その他、さらに進んで、相続について限

定承認を原則とすべきであり、単純承認を原則としないというで張もあ

る。しかし、英米法のような人格代表者 (personalrepresenlalive) に

よる清算手続 (probate二administrationof es凶tりが存在しない台湾法を

前提とするなら、この提案はあまりにも折率であろう c この弊害は、巾

華人民共和同の相続法における当然限定相続原~Ij (第三三条第-J):!)に

対する学説の批判を参照すれば即J1iに判明する。すなわち、現存、巾固

には相続を公示する市IJ反政ぴ寸宣産分割の前に 定の遺産凍結期間を認め

るという制度が存trせず、相続人は他の関係者に通知しないままの状態
で債務の弁済または遺産の分割をすることがよくある c 中刊現行法にお

ける限定相続原ftlJ1土、相続債権者の利益を粁視しており、法的バランス

の欠如した制度であるとも指摘されている このような前轍を踏まな

いように、作湾は相続清算の千続を整備する川に、)書突にIlit，，~承認を原

則とするような立法を行うべきごはないと考えるの

(2) 女性の相続権の保護

父母が生前に、息子に財産を贈与しておくことや、相続開始彼女比に相

続放棄を強長することは介治ではしばしば見られるコ女性(特に娘)の

桐続権を保設するため、遺留分制度、相続|口l復請求権、特別受益の持戻、

遺百制度を改 11するという提案がある。マスコミによれば、可能な布向

として、「相続開始前数年間に行われた贈与を、遺産と兄i故L、相続人

に分配する」加という提案も附されたが、これは持戻財産ないしは遺伺

うよ鉾定の基健となる財産の範囲を増大させるためであると哩解できよ

つ。

(3) 相続権を剥奪するため

現行法は、第一一凶五条に「相続権喪火」について規定があるものの、

間半陣「中国相続1去の現代的謀旭川 IJυ命館法学八一号八百。

制限民峰、 c)c)阿年刊月 日民生報J
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これは円本民法第八九 条(相続人の欠絡事FIl)に類似するものである。

すなわち、相続権喪失の事由は、い Fれも老親の十人養とはlli関係である。

父母を扶養Lない子に制裁を与えるため、父母が!J:前、「再而」で特定

の千の相続権を剥奪するための胤72を新設する動きもある c

本研究との関係でいえば、(引の内科からもわかるが、法改正にあたっ

て、遣問分はやはり ktiの相続権の保護措置だと認識されている。この
理解は現杭もノ¥ひ数年前と変わっていないc今後は遺留分もまた共同相

続人聞の干等維持の方法として強化されそうである〔他方で、(引は父母

が「親不孝」な了の相続権を!発除することを認めるものであり、扶養を

相続と連結きせようとする傾向である。この動きは、親の山側をみた者

が相続するという東ィ平的思考方法を重視する立場であり、遺留分に反対

する方向33-1として瑚併することも "J能である。なるほど、従来から、遺

留分をめぐっては遺干字国由と法定相 I~売権の保護という つの要請が，¥.)立

していると考えられてきたが、遺言白山の要請は最近、高齢者の生活保

障と言い換えられたようであるしすなわち、被中11続人は特定の了に扶養

し亡もらうために、多くの遺産をその子に与えたいが、これにとって追

悼分はいわば邪魔物である。遺wf分は、彼相続人が老後の生れを白白に

設計することを妨げる存在、つまり被相続人の円己決定権を過度に制限

するものと理解されている。家族のあり々を契約口由の原則に委ね、法

律の役割を最小限にとどめるという「契約的家族観」の下ごは、遺産処

分に関するま思は主制され、遺wf分市11皮は63とされることになる四九 h

~f>l l1K田純辛 l扶養と相続 フラ〆ス法と比較してみたい本法の特届」奥山

恭子=刊中真砂子=義江明子編『扶長と相続巴(甲伯刊大学出版会、ーiLiL八年j

一 貝、村重要一「アジア家校法ー今回会議に山席して」ド籍時報四九六号(一

九九九年) 川頁いまた、加藤美粧了「相続11、再検討への玄描出J 試論 而

齢化社会に対I.c.;できる相続{去を相指L-c -J中)11;字先生古稀祝賀論丈集羽l
世紀へ向かう家族法 (日本加除出版、 九九八年)凶 九百は、遺伺分は

定の親族関係を有宇る1fに一律に認められるのではなく、むしろ「扶義との閣

係において、I[問に被相続人を扶養・介護してきた相続人に限定しでもよい 」

と指摘した

3釘安念i~1 ~J cま抜形成と山己決定J r特波吉井座 現代の法14山己決定権と法」

(岩波書!山、 九九八年) 三八貝。
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lf〉の今|υ|の法改正においても、この つの要前古叩)と1，3}にそれぞれ現れ、

行いに衝突している c tI本ではこの問題を「白己決定住の理念に某つい

たJl公序としての)家族を相対化tる動きと位情づける学班がある

この学説は、米放に闘する公序について一種類のカテゴリーを提案した。

つは、社会の基本的単位としての家族のあり方を定める公序であり、

「政治的公序」と呼ばれる c 婚鯛の安件や規子関係の設定に関わるルー

ルはこれに属する J もう つは、家族構成員の白律に 定の制限を認す

ことによって家族内の弱者保護に資する公民であり、「保護的公版」と

呼ばれるυ 夫婦財並制、離婚時の財佐処理や了の処遇に悶する強行法的

}Ji定はこれに分頒される。「政治的公序」については、某本的には個人の

巨律領域の拡大を認め、家族の相対化に賛成するものの、「保護的公序」

についてはその存続あるいは内容的組み杵えまたは拡充が必要である381

では、遺留分の問題をこの理論の仲組で考えれば、とのカテコリーに分

領されるのか。本稿の最初Jの部分で言及した通り、平均余命の増加によっ

て、被相続人(ォ北)の比亡年齢が高荷台であるのはもちろん、相続人(了)

もまた川口代か子主oftで既に生活の基幣を築いており、財産の相続よっ

て生日を保障される需安が少ないのである制。そのため、法定相続権の

最小限の保慌たる退留分は、「家族|人jの弱者保誌に資ずる公呼=保護的

公序」とは召しゅ、たく、むしろ「政治的公序」に属するともよ与えられる。

しかし他方で、生存配偶者の生活保障の視角からは、遺留分は逆に 'i足

別干守岡克己， 11 己決定権と公序」湘川信久編 T私法学の何楕'i"~ (北海道太

守|火|書刊行会、 九九九年) 五c__ n=to 
M 男立の実質的平等と家族構成員の人情的発h誌の確保は、宵己決定によって

処分することができない実体的価値であるのこれに閲する公序は、内平手的組み

替え、さらに場合によって拡充が要請されると指摘する研究は、古出克己現

代市民社会と民法学， lH本許論社、 九九九年) 一 七良ハ

綿布地亨j'J)~代家族法の諸問題(町、丈堂、 九九心年) 凶買、 i凶本克雄家

族法[第 gl:iJ， l法伴主化社、 000年)一一 一一一て頁口これに刻し亡、

伊政日ロJ'中日続法， (有斐閣、 ---'00ーイ1.) 七一八且は、中イ|のfが主羽の介

穫と宵らの子の交宵・教育の負担を同時に抱えることを珂酬とし亡、高齢でタじ

亡する視の遣並の相続が必ずしも子にとっ.cは挺E味とは限らないと反論して
いるU
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i附，，'己

議的公序」として認められ干すい。今後、遺留分制度を考案する際に、(血

族相続と配偶者相続の意味の違いを含めた)最近における相続の意義の

変動をも念頭に聞くべきであろう。

以 hのように、遣制分制度は本来妥協的なものであり 3町、遺言白白と

法定相続権の保設の つの要前から相問的に決定されるものである。遺

何分を実現するためのj量刑分減殺請求もまた白己完結白むなものではな

く、その役古IJは他の要素と組み合わせた上で決定されるものであるυ 本

稿は、これらの要索、すなわち、遺留分減殺請求の機能が如何に遺産分

古IJニ子続の状態に左1iされるか、及びその両者の悶係が如何に遺並共有の

住民とi宣言による財産処分の法的性質に影響されるかについて論じてき

た。ソド稿は相続のプロセスにおける遺留分減殺話求の実際的な機能を検

討するにとどまるが、それが相続の過程の解明の 環に寄与するもので

あることを期待している。さらに、遺留分制度自体の存続の必要性ない

しその現代的意義制については、 ト述の通り、多くの某本瑚念がその問

州日本では、加藤水~ r叢古民11総合判例研究58-1辿留分， ( 粒社、

九八ロイ1) 氏、中)11高男『新版親族 相続法ldE議 1(ミネルヴァ書房、 九

九了て年)I!l(五三頁、 '1'川苦之助・泉久雄了相続i1、 [e荒川版]巴(有斐閣、二()()

0年)六四六貝口台湾では、陳相炎「関hNk回民法所規定的特白分之附究」ョ%J!
1'~ 、柄本法基本問題 I (自貸出版、 九仁一年)凶三凶頁は、遺伺分市11度を「遺
言 l'1111王義と造件処分禁I1ヱ義を調和するためのもの」と考えている〉

2同遣117分の存続の必要性を再定的なは解としては、 宮町干=小川八重子司
会「シンポジウム[宵山討論IJ 家族〈社会と法〉一九り (~OO三年)一八

凶良[松尾知寸先言]、浦本寛雄 T家校法[第 印刷巴(法律文化社、 000年)

三 三頁、水野紀了 CI相続させる』旨の遣戸の功出」久貴Jι彦編集代長 i立
百と遺留分第巻遺百巴 (Hイメ評論社、 _00 年) 七 民。これに対

して、遺， ，自由の危険性を懸念し、遺骨分を「平等な法定相続の砦」とする存

続資TQ論として、伊藤昌司『相続法巴(有斐問、 。。 年)こ が頁、 同

町、ド「家族法[第一版1，(新世社、-()()五イ，.)凶一五民。また、遺??iうJO)意
義ないし有続の必要性につい亡、品近、詳細な比較i1、卜の研究が行われ亡いるい

四希代千「遺留分iljlj度の同検"す(1 ) J 法学協会雑It，~;- 巻九号c-.OD)、年)

ヒ0三~ ヒ五 頁は、フランス法における遺宵うト制限の趣骨の再検討をi且

して、遺留分を積楠「円に評価，る学~òに疑問を投げかけている〉青竹士佳「遺

fR分制度。〉椛能と基礎原埋(ー.一光j ドイツにおける遣仰分権の憲法論

[m] 北法;;8(1'378)378



台湾法での桐統の過程における遣自分減殺清求。〉機能， 4・'iO

題に絡み合っており、非寸Jに困難であるため、本稿では立ち入った検討

ができなかった。これ以卜の問題は、他Hに譲ることにする。

*本稿は、北海道大学審合博士(法学)学依論文 COO六年六月二O

日授与)に補筆したものである。

的基礎付けによる新展開 」法守山叢[庁、都大学] 五五巻号 (-OOi"d

年)~O一五ー頁 同一子王子王巻三り一六一同七頁は、ドイ Yの窓il、卜における

遣fffうfの根拠付けを検討し、 l遣計の白白に、基本法的価伯秩序において基本
的制値であるという許制がヲえられ、立伺缶、は補助的なf古世十lけが日えられる」

と理解しているつこれに刈して、|円lじくドイツ法を付|究の対象とした、出三原止

国IjiMili:三0年聞のi宣伺かをめぐるドイツの法改IF.~i0民主(5 完) 同齢社

会的下のJM留分存在論 」北大法学論集合六巻一号 (~OO，何年)六 七頁

は、遣fJf分の存有意識が、 l 単に遣~白白、所有権の処うfの白白と家政相続、

平等」義の対立・調盤に止まらrJ、親族連帯をどう許価干るナるのかという
現代的な問題を内包「る「一般条項的な規定」であると指摘し、遺留分の位置

j.J けの点ごは、青竹論文とはやや異なっといるc
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